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会議に付した事件 

 日程第１       一般質問 

  １．大 山 勝 代     (1) 放課後児童クラブの現状と課題について 

                (2) 園部団地の入居者の移転について 

 

  ２．松 石 信 男     (1) 熱中症対策について 

                (2) 障がい者福祉について 

 

  ３．工 藤 絵美子     (1) 妊娠・出産・子育て支援について 

 

  ４．末 次   明     (1) 基山町の空家に対する取組について 

                (2) 音楽のある幸せな町づくりについて 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（重松一徳君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これより直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（重松一徳君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、大山勝代議員の一般質問を行います。大山勝代議員。 

○11番（大山勝代君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。11番議員の大山勝代です。傍聴の方、お忙しいところお越し

いただき、ありがとうございます。 

 早速ですが、質問に入ります。今回は２項目についてです。 

 まず、１項目めです。放課後児童クラブの現状と課題について。 

 現在、基山小学校の放課後児童クラブはひまわり４教室、コスモス１教室が運営されてい

ます。去る７月中旬、私たち総務文教常任委員会の所管事務調査で教育学習課と支援員との

話合いを行い、両クラブの子どもたちの様子も見せていただきました。そこで、今回の質問

をすることになりましたが、私は近隣市町に比べて基山町の放課後児童クラブはそもそも充

実しているという認識を持っています。しかし、この数年、入所希望の児童が増加していく

中、子どもも支援員もストレスなく、もっとリラックスしてあの場で過ごすことができない

か、さらなる教室運営の充実を求めて質問いたします。 

 ２項目め、町営園部団地入居者の移転の際の今後の見通しについてです。 

 私はこの質問をするに当たり、居住している数人の方とお話をいたしました。既に担当課

は今住んでいらっしゃる方のそれぞれの今後の希望については個々に受け止めてあると思い

ますが、今現在、高齢になった方の将来の不安について、町はどう今後の方針を持っている

のか、現時点での明確な方針を明らかにしてほしいと思い、質問します。 

 それでは、具体的質問です。 

 １項目めですが、私たちが所管事務調査で伺った後、早速、ひまわりＢの２階ですけれど

も、男子トイレの改修といいますか、それをなされるということが分かって、対応がとても

早いなと思って、ありがたいと思っています。 



- 260 - 

 (1)学童保育の所管がこども課から教育学習課に移行した背景と経過についてお示しくだ

さい。 

 (2)高度成長期、放課後の家に誰も親なり大人がいないという、いわゆる鍵っ子が増えて

きました。保護者や自治体がいろいろ知恵を出し合って、放課後の子どもの居場所をつくっ

て、これまで様々な形で、学童保育という形で運営してきたという歴史的経過があります。

現在は国が法制化をそれなりにしていますが、まだ不十分です。制度が整備されてきていま

すが、運営の仕方もそれぞれ各校ばらばらで万全とは言えません。先ほども言いましたよう

に、基山町はその中で充実しているわけですが、ひまわり、コスモスの現状を今どう考え、

改善点がどこにあるのかを考えていただきたいと思います。 

 (3)７月の所管事務調査の後、私はまた夏休みにひまわり、コスモスに伺いました。コス

モスは通常１教室で過ごしていますが、夏休みはＡ、Ｂ、２つの教室に分かれて過ごしてい

ました。所管事務調査で見たときと違って、半数の子どもと支援員ということで、子どもた

ちも支援員もとってもリラックスした様子でした。 

 そこで、もう２学期は始まっていますが、元の人数、１教室ではなくて、２教室で継続で

きませんかというお願いです。 

 (4)教室の広さについてです。児童１人につき1.65平方メートル以上、支援員２人以上の

基準は基山町は満たしています。しかし、両教室に伺ったとき、学校の教室より広いけれど

も、人数に対して、ざわざわとして狭いスペースでたくさんの子がいる。低学年の子どもで

すから、落ち着きなく、そういう感想を持ちました。もっとゆったりした環境で過ごせれば

いいのになと思いながら、改善の余地、今の時点でありませんか。 

 (5)昨年度の予算で基山保育園の４歳児、５歳児の部屋の天井に吸音パネルが取り付けら

れました。音が緩和されて教室環境が改善しています。放課後児童クラブの教室にもそれを

設置すればいいのになと思ったのですが、どうでしょうか。 

 最後です。(6)今後も数年は入所希望者が増加すると思われます。現状での６年生までの

受入れには無理があるのではないでしょうか。実際、今６年生はいません。５年生が数人で

す。ですが、希望者は少ないにしろ、当面、何年生かまでに引き下げる考えはありませんか。 

 ２項目めです。園部団地の入居者の移転についての問題です。 

 (1)これまでの入居者との話合いはどこまで進んでいますか。 

 (2)現在残っていらっしゃる入居者の今後の希望は端的にどういうことだと捉えられてい
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ますか。 

 (3)町の考えは、全ての方にあそこを引き払っていただき、まずは町営園部団地全体を更

地にと考えていらっしゃるのではないかと私は推測します。しかし、入居者の方々にしてみ

たら、もう自分たちは高齢で、あと行き先短いといいますか、死ぬまでここに住み続けたい

と言われる方がいて、その点では平行線ではないでしょうか。 

 そこで、折り合いという言葉がここで適当かどうか分かりませんが、町としてはどう今後

の見通しを持っていらっしゃいますか。 

 最後です。(4)この一、二年、園部団地から引っ越しする人が増えてきて、多くの部屋が

空き家になっています。家の周辺の草、いつの間にか伸び放題、そして、あそこには入り口、

大きなケヤキの木が何本かあります。その落ち葉で大変だとおっしゃっていました。整備を

必要としますが、いかがでしょうか。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。先ほど傍聴の方々が最初の挨拶のときに起立、礼をされたの

で、ちょっとどきっとして、いつもは傍聴の方が起立、礼をされていなかったので、今日は

すごく律儀な紳士的な方が多いんだなと思って、さっき副町長と横で、すごいねという話を

していたところでございます。 

 そういう話は置いといて、早速、大山勝代議員の一般質問に答弁させていただきたいと思

います。 

 １の放課後児童クラブについては柴田教育長のほうから答弁させていただいて、私のほう

から２項目めの園部団地の入居者の移転について答弁させていただきたいと思います。 

 (1)入居者との話合いはどこまで進んでいるのかということでございますが、それぞれ担

当課が個別に相談を受けている状況で、相談により転居が決められた方もいらっしゃるとい

う形になっております。 

 (2)入居者への聞き取り調査でどのような希望があったかということなんですが、例えば、

お子様をお持ちの方は基山小校区に住みたい、それから、戸建ての賃貸住宅に住みたい、さ

らには、ほかの町営住宅であったり団地であったりする場合は１階に住みたい、それから、
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そもそも引っ越しをしたくないといった声がございました。 

 (3)町と入居者が平行線のままでは解決できない、どう折り合いをつけるのがいいと考え

ているかということでございますが、園部団地建て替えに伴う入居者の皆様の移転について

は、円滑に進めていきたいというふうに思っており、強制退去のようなことをするつもりは

みじんもございません。どうしても移転したくないというお考えの方については、引き続き

個別に相談はさせていただきますが、それを無理に退去していただくような、そういうこと

は一切考えておりません。 

 そもそも何かあそこでプロジェクトをしたいがために更地にするというふうには全く考え

ておりません。ただし、今住まれている方のお子様がまたやってこられるとかいう話になっ

てくるとちょっと話は違いますので、今お住まいの方が、いや、ここにずっと住みたいと

おっしゃるんだったら、私はそれは仕方がないというふうに思っております。ただし、どん

どん減っていかれると思いますので、そういう中で、もしそれでよろしければ、いつまでも

住んでいただいていいというふうに思っています。 

 ただ、粘り強く交渉させていただいて、タイミングが合えば、ほかのところに住み替えて

いただくようなことができたら一番いいなというふうに思っているところでございます。 

 (4)空き室が増えて住宅周辺の雑草等が放置されている。手入れすべきではないのかとい

うことでございますが、園部団地の玄関前や庭といった共有スペースについては入居者の方

が維持管理していただくことを基本とはしているのですが、園部団地については町が政策的

に空き室を増やしているような状況のため、特に、空き室周辺の共有スペースは町のほうで

維持管理をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 １回目の答弁は以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。それでは、私から大山勝代議員の御質問の１、放課後児童ク

ラブの現状と課題についてお答えいたします。 

 まず、(1)学童保育の所管がこども課から教育学習課に移行した背景と経緯について示せ

ということについてです。 

 本町の学童保育担当をこども課から教育学習課へ移行させた背景としては、小学校の敷地
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内に学童保育の施設があることと学校との連携が不可欠であること、また、長期休業中は学

校内の施設を借用する必要などもあることから、こども課で所管するより小学校を管轄する

教育委員会が適当との判断があったからです。 

 令和２年度に機構改革に関する庁内での協議を経て、令和３年度から移行いたしました。 

 移行後は、子どもたちの支援に関する情報交換だけでなく、大雨や台風、あるいは新型コ

ロナ、インフルエンザなどでの休校や学級閉鎖の対応など、スムーズに相互の情報が共有で

きるようになりました。 

 次に、(2)国の法制化の下、運用等について改善されてきたが、ひまわり教室、コスモス

教室ともに今後さらなる改善点は何があるかということについてお答えいたします。 

 本町においては、昭和50年に基山小へ、平成５年に若基小へ放課後児童クラブを開設いた

しました。その後、平成21年に基山小にひまわり教室Ａ、Ｂを開設し、同じ年に若基小コス

モス教室を改修、平成30年にはひまわり教室Ｃを新設するなどして施設の整備を行って、現

在に至っております。 

 こういったハード面だけでなく、ソフト面でも受入れ時間の延長や受入れ対象学年の拡大

など、様々な対応を行ってきております。このほかにも、本町では子育て支援ネットワーク

コーディネーターや要配慮児童対応支援員委託事業等の利用で、よりよい支援ができるよう

進めているところでございます。 

 今後も施設の整備や支援員の確保、研修の充実等に努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、(3)夏休みのコスモス教室Ａ、Ｂを２学期以降も継続していく考えはないかとい

う御質問についてです。 

 若基小学校のコスモスＡは88人まで受入れ可能となっております。コスモス教室全体で夏

季休業中は利用登録者数が83人でしたが、余裕を持って子どもたちの支援ができるように、

Ａ教室だけでなく、Ｂ教室も開設しました。 

 しかし、２学期からの利用登録者数は68人であるため、Ａ教室のみで運営を行う予定とい

うふうにしております。 

 続いて、(4)専用の区画はおおむね児童１人につき1.65平方メートル以上、１教室40人に

対し支援員２人以上の基準は満たしているが、それにとどまらず、改善の余地は考えられな

いかという御質問についてです。 

 令和４年度の厚生労働省の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況調査



- 264 - 

によりますと、約18％が面積基準を満たしていない放課後児童クラブが全国にはある中、本

町においては、これまで施設の増設をしたり、学校の既存の施設を利用したりするなどして、

余裕を持って支援することができるよう努めているところです。今後もこういった努力を継

続したいと考えております。 

 また、基山小学校の児童も長期休業中は若基小学校のコスモス教室を利用できるようにす

るなど、制度の変更等で余裕のある若基小学校の施設活用ができないかなど、改善できると

ころがないかを協議し、検討していきたいというふうに考えております。 

 (5)教室内の騒音緩和のために基山保育園に設置されているような天井へ吸音パネルをつ

けることは考えられないかという御質問については、ひまわり教室とコスモス教室は、構造

上、音響に関しては大きな問題はないというふうに考えておりますので、天井への吸音パネ

ルの設置については検討していない状況でございます。 

 最後の(6)今後も入所希望が増加すると思われるが、６年生までの対象を当面引き下げる

考えはないかという御質問についてです。 

 今年度、６年生の利用者は基山小のひまわり教室、若基小学校のコスモス教室ともおりま

せん。放課後児童健全育成事業では対象は６年生までとなっておりますので、その指針に

従って、本町では平成25年度から６年生までの受入れを始めました。今後も継続予定として

いるところでございます。 

 以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 ありがとうございました。早速２回目の質問に入ります。 

 一般質問の１日目、この放課後児童クラブの件については中牟田議員との質疑応答があり

ました。重複しないようにと思っています。 

 先ほども言いましたように、私は現在の放課後児童クラブが子どもたちにとって、そこで

過ごしていて快い空間なのか、また、支援員さんたちはストレスなく子どもたちのお世話が

できているのか、その点での改善点はないのかという観点で質問をします。 

 (1)所管がこども課から教育学習課に移ったということについて、私も初めからこちらが

いいのではないかと思っていました。２年前に教育学習課に移ったとき、人員の変更もあっ
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たのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 こども課からこちらに移ったときに放課後児童クラブ関係で係をつくりましたので、人員

の配置はこども課からこちらにあったというふうに記憶しております。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 人事絡みのことなので補足しますと、こども課の係が人も含めて異動をするという形にし

ました。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 割と大きな仕事量なので、人員が移らなければこちらの仕事が大変になると、２人ぐらい

はいらっしゃったのかなというのを思いながらでした。 

 次に行きます。 

 教育長の発言で、昭和50年から基山小学校が開設された。鳥栖市よりも歴史が古いし、施

設設備もよくなったし、運営も直営だし、待機児童は今はいないし、そして、他市町に比べ

て料金は安いし、学年も６年生までだし、いいことずくめなんですよね。ちなみに、私が基

山小に赴任したのが昭和50年でした。それは問題ない、あんまり関係ないのですが、さらな

る改善点は何かの私の質問で、教育長は施設の整備だと回答されましたが、これをもう少し

詳しく述べていただけませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 施設の整備については、議員が最初におっしゃった快い子どもたちの空間をつくるという

意味においては、ひまわり教室ではウッドデッキをＡ、Ｂ教室の外側に造ったり、Ｃ教室も

外側にありますけれども、そういったスペースを設けたり、あるいは、もし人員が増加すれ
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ば、学校の施設の借用であるとか、いわゆる今ある箱の中に人を収めるのではなくて、人に

応じてきちんと、子どもたちにより快適な空間ができるように努めてまいるというところが

ございます。 

 そのほかにも、様々な面で施設の整備というところで、図書館から本を借りて並べたりと

か、そういったところについても努めているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 私が先ほど言った快い空間なのかということでいくと、ひまわりＡが53人、Ｂが52人、Ｃ

が73人、Ｄが37人、私の頭の中では40人と60人という数字があるんですよね。それに対して

Ｃは、スペースは広いにしても73人と。それと、若基小のコスモスもスペースは広いけれど

も、私の頭の中の60人ということからすると、今68人。やっぱりすし詰めではないのかとい

うのを強く思って、施設の整備ということを具体的にどうされるのかなというのをお聞きし

ました。 

 そして、ひまわりのＡ、Ｂ、Ｃで、私はランチルームは夏休みだけ、長期休業で子どもが

増えるので、そこだけを使うと思っていたら、今、通常にＤとして使っていらっしゃるのか、

確かめます。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 定員のカウントの時点ではＡ、Ｂ、Ｃの200人というふうに設定を今年度しているんです

けれども、実際はＤ教室まで、つまりランチルームまで通常利用している状況です。ですか

ら、ランチルームは面積で考えますと本当は106人入るんですよね。そこに37人ということ

で、実際は30人来ているかどうかという状況なんですけれども、そこをゆったり使っている

状況ですので、中牟田議員のときにもお答えしたんですけれども、Ｃは２支援単位で使って

いますので、いわゆる今５つの支援単位を運営している状況になるんですよね、Ａ、Ｂ、Ｃ

が２つと、Ｄですから。そう考えると、適正な40人規模の支援単位が５つ運営できる状況で

はあるということなので、少しこの辺の教室への子どもたちの配置の仕方を工夫していけば、

今後改善できるんじゃないかなとは考えております。 
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○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 基山小学校が教室が足りない、でも、ランチルームだけは確保したいということで、いろ

いろ工夫された状況でのランチルームで、そういう意味では、ランチルームは放課後児童ク

ラブでは極力使用しないほうがいいのではないかと思いながら、物理的にそれは仕方ないの

で、今のところどうしようもないのですけれども、定数は基山小のほうが200人、もし来年

度200人超えたときにも、それはスペースだけはある、人数は１クラス多いけれども、受け

入れられる予定ですか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 基本的には１年生から６年生まで対象となるお子さんについては全て受け入れたいという

ふうには考えております。 

 定員を200人としているところが実態とかけ離れている。実際、今ランチルームまで常設

しているわけですから、そこの定員のことについては、今度の来年度の募集についても今

200名として広報の原稿を出していたんですけど、昨日そこだけは削除して、消しなさいと

いうことで指示したところなんですけれども、基本的には５支援単位で来年度もいきたいと

思っていますので、定員については明記せずに、今年でいうとＡ教室、Ｂ教室、Ｃ教室だけ

で最大219人収容できますので、プラス、ランチルームをもし使うとなると106人ということ

になります。 

 ただ、先ほどもおっしゃいましたが、ランチルームはできるだけ使わないほうがいいとい

うことと、あそこは、この後の質問にもあります音の面で、非常に天井が高くて音が響くと

いうところがございますので、ランチルームは使わずに、今度増設するところの２階が活用

できないかと来年度については考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 何か分かったようで、納得したようで、そうでもないという感じ。 
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 コスモスのことです。通常１クラスで運営されています。先ほども言いましたけれども、

やっぱり多過ぎる。１クラスで子どもが１年生から４年生、落ち着きがないと思っていまし

たけれども、教育長は1.65平米のスペースは余裕があるという前提の下で数をおっしゃって

いると思うんですよね。でも、それじゃいかんのじゃないかなと。支援員が２人で、子ども

の適正な集団の中での空間を過ごすのには、やはり今、別の観点で言いますけれども、長い

こと普通学級の１クラス40人だったのが、それではよくないんだと、ずっと皆さんのほうか

らの希望があって、ようやく35人になっている。でも、諸外国からすると20人、そして、教

員にしてみたら、新型コロナのときの分散登校というのがありましたよね。あのときに20人

前後の子どもが来た状態に教員が接して、本当にゆったりとした教育をするには20人前後が

いいんだというのを強く思って、今それが共通理解になりつつある中で、放課後児童クラブ

だけは依然すし詰めということについては、やはり発想の転換をしていただきたいなと思わ

れますが、この68名は多いと思われませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 １回目の答弁の中では、教室の広さに対して考えると余裕がありますよというふうなお答

えをしております。一方で、大山議員がおっしゃったように、68人という数の単位で１支援

単位を見たときにどうかということでいうと、適正ですよと胸を張って言える数字ではない

というふうに考えております。その辺は昨日の初日の中牟田議員のときと同じなんですけれ

ども、１支援単位については40人程度のほうが望ましいというふうになっていますので、そ

う考えると、若基小学校のあの教室は広いんですが、２支援単位に分けたほうが適切ではな

いかというふうに考えます。 

 例えば、２支援単位にすると、今１支援単位で人数が多いので３人で見ているんですが、

２つに分けると４人が必要になってくるというところが出てきます。そういった点で費用が

かかるという点にはなるんですけれども、場所的にはＡ、Ｂ、Ｃと３教室ございますので、

夏休みはＡ、Ｂということで、元給食室のところを使っておりましたが、例えば、Ａ、Ｃと

いう使い方もあるんじゃないかなと思っています。Ｃ教室というのが隣接している元図工準

備室と家庭科準備室を合わせた部屋なんですけれども、今あそこを使ったらどうかというこ

とでお話ししたところ、学校の荷物等が混じっているので使いにくいというふうな話もあり
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ましたので、Ｃ教室の活用についても今後検討していきたいなと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 新型コロナ前に私も何回かコスモスのほうに行ってＣのほうも見せていただいて、今おっ

しゃるように、何年前のものか分からんというのがどーんとあって、だったらあそこを、た

だ通路だけしかないので、見通しが悪くなりますけれども、少しそれは費用をかけて改造し

てということはできると思っております。 

 やはりコスモスが去年から比べて、今年は人数的にすごく多くなっているんですね。です

から、そこは本当に改善してほしいというふうに要望します。 

 何回も私は言いますけれども、１クラス40人、２人の支援員で40人、だけれども、60人ま

でいいんだ、この20人の差がどうも私は理解できないのですが、もう一回その基準を教えて

いただけますか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 学校の学級でいくと、今35人学級になりましたので、１人でも増えるときちんと２学級に

分けることができます。ただ、放課後児童クラブの場合は非常に曖昧で、１支援単位が40人

が望ましいというところについても、５月１日時点の申込者が40人とかいう考え方ではなく

て、年間トータルの利用者数の平均で考えるみたいに書いてあるんですよね。それと、国の

補助とかをもらうときは71人を超えたら駄目ですよというふうに書いてあるので、ある意味、

平均70人まで入れていいというふうにも読み取ることができると。だから、広いところに

1.65平米を守って、70人平均、80人近くまで入れることができるというふうに読み取ること

ができるので、多くの自治体でまだまだこの基準が守られていないというところなんですよ

ね。 

 そういったところで、非常に分かりにくいんですけれども、基本的には年間平均40人程度、

45人ぐらいまでを１支援単位として２人以上で見ることが望ましいというような考え方では

ないかなというふうに理解したところです。 

○議長（重松一徳君） 
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 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 一番初めに言いました歴史的にやっぱりこれはばらばらに発生してきて、ばらばらの中で

国がようやく制度的なものをつくった。でも、それは今おっしゃったら、ああ、これはざる

かと私は思ったんですけれども。でも、依然、やっぱり基山町の放課後児童クラブの運営と

いうのは充実しているというのを思いながら、次に行きたいと思います。 

 ところで、基山小学校、若基小学校、今、特別支援教室に在籍している子ども、６年生ま

で込みでいいですが、何人ずつ。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 今、コスモス教室については10人を……（「学校全体の児童の数」と呼ぶ者あり） 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員、もう一度質問してください。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今お答えされようとしたのは次の私の質問で、まず、基山小学校、若基小学校の全体の──

今、特別支援学級の子どもたちが増えていますから、６年生まで込みでいいですから、その

総数を両方教えてください。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 まず、基山小で76人です。若基小で35人です。合計は111人です。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 そして、次の質問ですけれども、その76人、35人の子たちの中で放課後児童クラブにお世

話になっている子が基山小で何人、若基小で何人。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 
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○教育学習課長（古賀 浩君） 

 基山小で15人、若基小で10人になります。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 特別支援学級の子どもたちの放課後の過ごし方ですが、この児童クラブに来ている子と放

課後等デイサービスに行っている子といると思うんですが、基山町の子どもたちが放課後等

デイサービスに行っている数が福祉課で分かりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 放課後等デイサービス利用者につきましては、町内で現在、小学生は86人の方が御利用い

ただいております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 86人全部が課業が終わった後、行くんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 先ほど申しました86人は、あくまで放課後等デイサービス利用者でございますので、この

方が実際に放課後児童クラブを使われているかというのは数字は持ち合わせておりません。

教育学習課にも確認しましたところ、放課後児童クラブを使うに当たって、そういった放課

後等デイサービスの利用をされているかというのは特に聞き取りをしていないということ

だったので、この辺の数字の結びつきについては現在把握できていないところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 分かりました。 
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 先ほど課長が言われた基山小は15人、若基小が10人、そしたら、例えば単純計算で、基山

小は４クラスあるから、割り算したら１教室に３人から４人。だけれども、若基小は68人の

中に10人の、言葉を選ばんといかんけれども、割と配慮を要する子がいるということの大変

さ、この数字だけで分かると思いますが、それに対して、学校では教員のほかに指導員が町

の雇用でいらっしゃって、それぞれ世話をされている。放課後児童クラブはない。そこの

ギャップ、どう考えられますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 今、放課後児童クラブの支援員への私どものサポートといたしましては、そういった特性

のあるお子様に対して、社会福祉士であったり心理士であったり、そういった専門家のほう

と、もう一つは、こういった福祉事業を行っている事業所がございますので、そういったと

ころに現場を実際に見ていただいて、そういったお子様の対応の方法だとか、あるいは施設

内での今後の支援員に対する指導だとか、そういう形を行わせていただいて、負担の軽減に

なるように、あるいはお子様に対してスムーズな対応ができるように、こちらのほうでもそ

ういった指導の助言なりを専門家にいただくような形の方法を取っております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 所管事務調査のときにもそのお話は聞きました。そのとき私が思ったのは、でも、常駐

じゃなかろうもんというのが私の本音で、週５日として月に20日前後、20日ぐらいのときに

どの頻度でいらっしゃるか、分かりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 そういった特性のあるお子様のサポートの福祉事業所であれば、年間50回を見ていただい

ておりますので、大体月２回以上を見ていただいております。ただ、特に状況が許せば、そ

の状況に応じてまた見ていただくこともございます。 

○議長（重松一徳君） 
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 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 そのときのお話で私が受け止めたのは、そういうコーディネーターの方が来られたときに、

この子についてはこういう対応をしたほうがいいですよ的なアドバイスを支援員にされる。

このコーディネーターが、動き回ってどうもならん、対応せないかん子に対してついていっ

てするわけではないということを私は受け止めました。だったら、やっぱり学校で指導員を

配置していらっしゃるように、放課後児童クラブでも必要なのではありませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 今おっしゃったように、アドバイスをいただいているのは支援員、補助員さんたちがどう

子どもに関わったらいいかという支援の関わり方等についてアドバイスをいただいていると

いう状況です。 

 今おっしゃっているのは、常駐して見る人が別に必要じゃないかということをおっしゃっ

ているんだと思います。 

 その辺については、学校では特別支援学級とか補助員等がおりますので、そういった考え

方ができないかというふうな御質問だと思うんですけれども、いろいろ放課後児童クラブの

中のメニューを見ていくと、障がいをお持ちのお子さんが５名以上いたら加配をつけること

ができるようなメニューもちょっと目にしましたので、その辺について今後調査研究して、

うちでも入れられないかというところについては今後検討したいなとは思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 よろしくお願いします。 

 町長は必ず支援員とヒアリングをしているとおっしゃいましたけど、今年はもうされまし

たか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 
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 いえ、今年はまだやっておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 予定はあるのですか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 今年度については実施する方向で、今日、係長とも話をしたところですので、できれば10

月か11月かに実施して、来年度に向けて改善点があれば、町長と私も入ったところで話をし

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 支援員が密で大変だ、そして、ストレスを抱えながら子どもが帰るのを待ってある時間と

いうのを想像できるわけですけれども、支援員と話しているときに、何げなく、あんまり気

に留めんだったのですが、子どもたちがおやつを食べたり、宿題をしたりという長机があり

ますよね。その長机が子どもの人数分そろっているわけですよ。そして、多分名前だと思い

ますけれども、長机に３人の札があるんですね。これが２人だったらいいんですけどねと

おっしゃったんですよね。そしたら、２人ということだったら、長机も増やさにゃいかんし、

スペースも広げにゃいかんのですけれども、肘が当たったとか、道具が飛び出たろうがとい

うトラブルとかがしょっちゅう。それが３人が２人になるといいという、小さなことなので

しょうが、それが合わさって騒然とした雰囲気になるということです。 

 支援員は今までの町長との話合いの中で、もしかしたら今までこの密をどうかしてほしい、

もう少し子どもの数を減らしてほしいということを言えなかったのではないでしょうか。町

長、どう思われますか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 
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 平成28年に町長になって、最初の意見交換会でとにかく足りないということで、平成30年

にＣ教室をすぐにつくったという形になっております。そして、その後も若基小のほうはス

ペース的な問題は全くなかったわけですけれども、基山小のほうはその後、今ランチルーム

も夏休みだけではなく開放するような形を考えておりますし、それから、先ほど教育長が申

し上げたように、今度つくります特別支援学級の関係の１階があるんですけど、２階がまだ

用途が決まっていませんので、そこが使えたり、それから、図工室などの候補地もあるとい

うふうに聞いておりますので、そういったもので上手に対応していかなければいけないんで

はないかというふうに思います。 

 それから、追加で申し上げますと、放課後等デイサービスはこれからもどんどん増えてい

く。事業所数がどんどん今増えておりますので、先ほどの数字を見ますと111名中25名が放

課後児童クラブに来られているということだと思いますので、この数はどんどんまた減って

いって、放課後等デイサービスに行く人のほうが当然増えていくというふうに思います。 

 一方で、福祉費用はそれによって物すごくかさむので、そのかさみ方を考えれば、お金の

問題だけ考えれば、逆に放課後児童クラブのほうにそういう専門の人を置いたほうがまだお

金の面についてはいいんではないかとさえ思うところでありますが、ただ、やっぱりここは

専門の人に見ていただくのが一番いいというふうに私は思いますので、今後はそういうお子

様方は放課後等デイサービスのほうをお勧めするような、そういう方向が私はいいんじゃな

いかなと思っております。 

 むしろ心配しているのは、ふだん特別支援学級に行っていないお子様でも、通常学級のお

子様でも夕方ぐらいになると少し様子が変になる。大体夕方ぐらいから少し稼働するような、

そういう傾向があるので、ちょうど放課後児童クラブに行くくらいのときにそういう状況に

陥るという話をよく聞きます。むしろそういう子どもたちが増えてくると、その対応をさら

にまた考えていかなければいけないというふうに思いますので、先ほど教育長が言われてい

たような加配の制度とかがあれば積極的に考えていかなければいけないのではないかなとい

うふうに思うところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 あと数年、基山小の児童数が増えていくだろうという予想ですよね。それに伴って放課後
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児童クラブを希望する子どもも増えていく。そうすると、いろいろ考えていらっしゃるけれ

ども、多分ないと思うけれども、鳥栖市と同じような不名誉な待機児童、そういうのをない

ようにしていただきたいと思いながら、そしたら、当面、学年の引下げが必要ではないのか

と私は思いますが、どうですか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 学年の引下げについてはないように、待機も出ないように努めてまいりたいと思っており

ます。 

 長期休業中が、もしかしたら基山小がというところがございますので、送り迎えを夏休み

はされるところが多いですので、若基小学校が利用できるような制度改正については考えて

いきたいというふうに思っています。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 私は新型コロナの前は割と放課後児童クラブに関心があって、何度か一般質問もして、

思っていたのですが、新型コロナの間、完全に頭が飛んで、そしたら、今回所管で訪問させ

ていただいて、そして、この質問をするに当たり、今の状況は新型コロナ前と随分数的に増

えていて、大変な状況に今なっているんだというふうに私は認識しています。それは今のや

り取りで執行部のほうも少しは受け止められていると思います。 

 それで、初めにも言いましたように、子どもたちが健やかに育つためには３つの間という

のがあって、そのうちの空間、学校から帰って家に行く、この数時間のところが本当に子ど

もたちの快い時間であってほしいということを皆さんにもお伝えして、この１項目めを終わ

りたいと思います。 

 次は園部団地のことです。 

 供用開始のときの戸数、それから、２室が１室に改造されたときの戸数、現在居住してあ

る世帯数を教えてください。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 



- 277 - 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 供用開始が、それぞれ建築年が異なりますが、一番早いところで昭和41年に建築されてお

り、一番遅いところで昭和49年になります。昭和49年に建築された当時は27棟112戸です。

２部屋を１つにした２戸一と呼んでおりますが、２戸一化した時期は昭和58年から昭和62年

までに工事を行っておりまして、昭和62年工事完了後は27棟67戸となっております。令和５

年８月末現在の世帯数は36世帯となっております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 その36世帯の内訳、単身者か、御夫婦で一緒か、親子関係でという、その辺の大まかなこ

とでいいですが。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 36世帯のうち、まず御夫婦の世帯は３世帯です。あと、単身の世帯が──すみません、こ

れは36世帯全体ではなく、65歳以上、高齢者の分の世帯数を手元に持っておりましたので、

申し訳ありません、65歳以上の世帯で御説明させていただきますと、36世帯のうち65歳以上

の契約者となっている世帯が24世帯、そのうち、単身が10世帯、御夫婦が３世帯、その他、

お子さんがいらっしゃるとかいうところが11世帯で、合計24世帯となっております。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 担当課は個別の相談までされているのではないかと思いますが、それぞれの希望の大まか

な、何というかな、絶対動きたくないとかという、その辺の数も把握されていますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 全体のアンケート調査のようなものは令和３年11月に行っておりまして、それ以降は全て

個別対応で御相談をさせていただいております。ですので、今からお伝えする数字が令和３
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年11月末現在の数字になりますが、その当時、42世帯ございまして、新しく建て替えた団地

に移りたいと言われている方が15世帯、ほかの町営住宅に移りたいと言われる方が６世帯、

民間の団地が３世帯、実家や、あと施設に移りたいと言われている方が３世帯、分からない

と言われている方、まだ決めていないという方が５世帯で、どうしても引っ越したくないと

言われている方が10世帯いらっしゃいました。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 個別の相談ということ、もうそこまで時期的には来ていると思いますが、お話を聞くと、

最近、役場から何の音沙汰もなかと言われたんですよ。だから、一応ここで自分の希望は

言っているけれども、まだ役場から来てほしい、そして、自分の思いをまだ伝えたいという

気持ちが高齢の方にあるんだなと思いながら、それはやっぱり高齢者の先行きの不安ですよ

ね、そこのところが大きいと思いました。 

 今年３月議会で定住促進課が町営住宅建て替え工事の計画を示されましたが、令和５年か

ら段階を追って令和９年度までの事業説明を提示されましたが、これは今住んでいらっしゃ

る方にまとめてなりの、こういう段取りを町は持っていますというのを明確に示されて、理

解していらっしゃるのですか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 こちらにつきましては、令和４年８月、昨年８月に入居者の方に住民説明会をしておりま

す。その際に建て替えのスケジュールは御説明しておりますが、皆様理解されたかというと、

もしかしたら、そのときはふーんと聞いたぐらいで、あとは令和４年８月以降に改めてもう

一度このスケジュールですというのは御提示しておりませんので、もう一度こういうスケ

ジュールで考えておりますということを周知したいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 お話を聞くときに、まとまって園部団地に住んでいる方の総会みたいなものがありますか
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とお話ししたら、３月末はしていますということなので、その辺も見計らって再度していた

だくほうがいいかなと。まず、これを私自身が問題にしたのが、私の教え子がこんなことで

困っているという話をして、母親が園部団地に住んでいるもんねと。でも、お母さんはどが

ん思ってあるとと、その辺がどうも母親の気持ちがはっきりせんもんねというような話から、

今のつながりがあると思うんですよ。ですから、再度、令和９年までの町の工事の進捗とい

いますか、それを示していただきたいと思います。 

 引っ越したくない、このままでいいと言われる方が10世帯ということですが、もう一つ、

ここで言葉には出なかった、文章には出なかったけれども、家賃がすごい高くなると思って

いらっしゃいます。でも、今あそこに住んでいる方はすごい段階があって、ええ、こがん少

なか家賃でよかとねという方と、割とここの幅が広いのではないかなと思いながらですが、

だから、例えば、園部団地の移転を20世帯どこかに造るという計画があると思いますが、そ

こに入るには大まかに何倍ぐらい家賃が増えるとお考えですか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 現在、今年度の家賃と比較しますと、上がり幅が一番多い方で4.5倍程度、あとは、少な

い方は変わらない、ほぼ変わらないとか、あと、部屋の広さが少し狭くなるので若干下がる

という方がいらっしゃいます。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今の40年以上たったところから新しいところに移るとなると、それはそれ相応に建築費が

高くかかっておるわけで、常識的に分かりますけれども、この年金の少なさで、それ以上に

家賃が増えたらやっとられんと言われる方のお話を聞いています。町長は強制退去のような

ことはするつもりはないと言われましたけれども、この最低10世帯の方、それが10世帯が変

わるかもしれませんけれども、動かないということになると、どう考えていらっしゃいます

か。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 
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○町長（松田一也君） 

 10世帯は令和３年の調査のときですから、それからまた２年たっていますので、もう一回

調査をやらなきゃいけないかとは思いますけれども、仮に10世帯の人がどうしても動きたく

ないというのであれば、繰り返し言っていますが、それは気が済むまで住んでいただくのが

一番いいのではないかなと私は思っています。あそこの敷地をまた再利用して基山町のため

に活用するということがないわけではございませんけれども、今住んである方の気持ちを大

事にしていきたいなと私自身は思っております。 

 ただ、繰り返しになりますが、例えば、若い方であったり、今、親子で住んであって、契

約者が親の場合、少なくともその方が住む間という条件は付したいというふうに思います。

それから、若い人はやっぱりいろいろな条件を参考にしていただいて、ぜひ移転するような

ことも考えていただきたいと思いますので、その辺りは10世帯のそれぞれについてまだ全然、

私自身もそれぞれの方とお話をしたことがないので、もう一回きちっと今回を契機にまた調

査をして、私自身も一件一件回って御希望の内容を聞いていければいいなというふうに思っ

ております。 

 繰り返しになりますが、あそこに何かするために早く追い出したいというふうに思ったり

していることは100％ございませんので、そこだけは誤解のないようにしていただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 今の町長の言葉を、個別にしろ全体にしろ今度お話合いをされるときに重々話をしていた

だければ、町長の気持ちもお分かりになると思います。 

 27棟ありますよね。そして、今ぽつんぽつんといらっしゃる。だけれども、私が行ったと

きに、ここの屋根とここの屋根と何か違う、こっちのほうが新しいとやなかというのを気づ

いたんですよ。その補修、修繕を今までされていると思いますが、ここに住んでいる方が動

きとうないけんがというて、ここまで、ここの端っこまで動くということは妥協してもらわ

にゃいかんのじゃないかなと私は思いますが、何棟か残すという選択肢はありますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 
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○定住促進課長（山田 恵君） 

 議員おっしゃられるように、例えば、10人残られて、ぽつぽついらっしゃるよりも、近く

に集まっていただくほうがいいかとは思いますが、それこそ政策空き家にしておりまして、

人が転出されて抜けられた後を全然手をつけていない状況です。ですので、空き家の期間が

長かった箇所につきましては、室内が雨漏りをしていたりとか、ずっと人が住んでいないの

で水道の配管の状況がとか、そういったことが考えられます。 

 なるべく集まって住んでいただけるといいなとは思っておりますが、実際のところ集まっ

て住めるかどうかというのは調査したいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 その辺の妥協点といいますか、大変だろう、費用もかかるしとは思います。お話を聞いた

方が、娘家族が同じ基山町に住んでいて、娘んところに行かんね、あんた、ここは早う引き

払わんねと言うたとですよね。いやと言われる。娘んところ行って婿に気を遣うて、子ども

に小遣い銭をやって、もうそがんとしとうなか、一人でここで最後までおるほうがよっぽど

気が楽というのが本音だろうと思います。 

 そんなふうに見たときに、40年以上もここで住んどって、高齢になって、いつ死ぬか分か

らん、今さら引っ越しのエネルギーを使う気力もない、そういう方の心情といいますか、そ

れを理解していただいて、今後の園部団地の運営をいいものにしていただきたいと思って、

私の一般質問をこれで終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で大山勝代議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩します。 

～午前10時38分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、松石信男議員の一般質問を行います。松石信男議員。 

○12番（松石信男君）（登壇） 
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 大変お疲れさまでございます。傍聴者の皆さんお疲れさまでございます。よろしくお願い

いたします。 

 日本共産党の松石信男でございます。私は町政こそが町政の主人公と、この立場は一貫し

て変わりません。町長もいつかそういうふうな立場に立たれているということを言われてお

るようでございますが、町長と、そして、担当課長にお伺いしたいと思います。 

 質問の第１は、熱中症対策でございます。 

 今年の夏は猛暑日の日数が過去最高となり、本当に暑うございました。今日あたりは少し

涼しくなったかなという感じがします。今後も災害級の暑さとなることが心配されていると

ころでございます。国連のグテーレス事務総長は、昨日も言われましたけど、私もびっくり

したんですが、地球温暖化時代はもう終わったんだと。ほおと思ってですね。沸騰化の時代

が来たというわけですね。はあと思いました。そういう意味では、子や孫はもちろんですけ

れども、私たちにとっても大変な時代になってきているのではないかと心配するものであり

ます。 

 以前は熱中症というのは屋外で起きるというふうに思われておりましたけれども、最近は

屋内でも安心できないという状況ではなかろうかと思います。鳥栖・三養基地区消防事務組

合の熱中症の緊急搬送についてお聞きをいたしました。過去最高ということでございます。 

 気象庁は、小まめな水分補給やエアコンの使用を促すなど、熱中症予防のための注意喚起

を行っておりますけれども、多くの人が、エアコンが使用されていない状況で熱中症で亡く

なる人が続いていることからしても、注意喚起だけでは防ぎ切れないという状況ではなかろ

うかというふうに思うわけです。熱中症から町民の命を守るための実効性のある対策が私は

求められているというふうに思っております。 

 特に、電気料金を含めた物価の高騰が深刻になる中で、経済的な支援の強化、重要な課題

というふうに思っています。町民の方から、エアコンば使うように言われとるけれども、電

気代が心配で使っていないなどという声が出ています。もちろんこれは全国的にもそうなん

ですが。熱中症から町民の命を守るためには、一人暮らしの人、それから、高齢者世帯など、

緊急に支援が求められております。 

 そこで、４つほどお聞きをいたします。 

 まず、１つ目です。町はこの間、熱中症対対策をどのようにされてきたのか、町民の方に

呼びかけられてきたのか、お伺いをいたします。 
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 ２つ目に、やはり電気代への支援がどうしても必要というふうに思うわけです。御見解を

お願いします。 

 ３つ目に、高齢者世帯にエアコン設置費用の補助をする必要があるんじゃないかと思いま

す。 

 ４つ目に、気象庁から熱中症警戒アラートが出ているわけでありますが、そうしたときな

どに公共施設などに熱中症予防の避難所の開設、各公民館を利用した涼みどころといいます

か、大町町ではクールシェアスポットというふうに言われておりますけれども、それから、

民生委員の方などによる見回りの強化、これがますます必要になってくるというふうに考え

ております。御見解をお聞きいたします。 

 次に、障がい者福祉についてお伺いをいたします。 

 今年度で計画期間が終了いたします第６期基山町障がい福祉計画と第２期障がい児福祉計

画の進捗や課題、福祉サービス全般についてお尋ねをいたします。 

 第５次基山町総合計画では、こう述べられています。「こんな基山町にしよう」として、

「障がい者一人ひとりのニーズに合ったきめ細やかな福祉サービスを提供し、地域で生きが

いを持って暮らせるまちをめざそう。」、また、もう一つの基山町障がい福祉計画には、

「障がいの「ある」「なし」に関わらず、すべての町民がともに暮らし、ともに支え合う共

生のまち・きやま」を基本理念として掲げられております。 

 そこで、具体的にお尋ねをいたします。 

 まず、１つ目の質問ですが、先ほど述べましたように、令和３年度から今年度、第６期の

基山町障がい福祉計画と第２期障がい児福祉計画が今年度で終了いたしますけれども、それ

ぞれ第７期と第３期の計画策定に向けて準備をされているわけであります。「広報きやま」

のほうにも載っておりましたが、この策定スケジュールについて説明をお願いいたします。 

 ２つ目に、第６期障がい福祉計画、第２期障がい児福祉計画における福祉サービスで、計

画見込みより実績は多い、または少ないサービスとは何なのか、また、その理由について何

が考えられるのか、説明をお願いします、 

 ３つ目に、障害者手帳所持者の人数、これは身体、療育、精神ありますけれども、それぞ

れお答えください。 

 ４つ目に、行政機関と民間企業における障がい者の雇用状況についてお伺いをいたします。 

 ５つ目に、町内の保育所、認定こども園、学童保育などにおける障がい児の受入れ状況は
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どのようなのか、説明ください。 

 ６つ目に、町は障がい者スポーツ、レクリエーション、文化芸術活動に対する支援を行っ

ておりますが、どのような支援をやっているのか、説明してください。 

 ７つ目です。移動支援、外出支援としての福祉タクシー券があります。これについて、障

がい者の中から、やはりこれをもうちょっと枚数を増やしてほしい、対象者も拡大してほし

いというふうな声が出ております。御見解をお聞きいたします。 

 ８つ目に、コロナ禍における町内の障がい者福祉事業所への町の支援はどのようなことを

行ったのか、答弁をお願いいたします。 

 ９つ目に、災害時の避難、障がい者への対応はどうしているのか、説明ください。 

 10番目ですが、障がい者への理解の推進、差別の解消は進んでいるのか、見解を求めたい

と思います。 

 最後ですが、私は度々質問を繰り返してきております重度心身障がい者医療費助成の現物

支給についてでございます。 

 この件については、基山町も含め、県内の多くの自治体はやってくれというふうに言って

おりますが、一向に進んでおりません。私はこの際、基山町として単独でも実施するという

ふうにしたらどうかと思っております。御見解をお聞きしまして、１回目の質問を終わりま

す。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 松石信男議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １、熱中症対策について、(1)町はどのような熱中症対策を行っているのかということで

ございますが、町のホームページで熱中症に関する注意を呼びかけるとともに、保健師や生

活支援コーディネーター等が高齢者宅を訪問する際に、熱中症対策チラシを使った注意喚起

やエアコンの上手な使い方等の説明などを行っているところでございます。 

 (2)電気代への支援が必要と思うがどうかということでございます。 

 近隣の状況等も調査し、支援を行う対象者や支援の方法等について検討する必要があると

いうふうに考えているところでございます。例えば、年齢制限などをする。先ほど松石信男

議員の中では高齢者という話がございましたが、高齢者、２問目に今度は障がい者とか出て
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まいります。その辺のところも含めてどういう整理を──電気代の支援というのは意外と仕

組みをつくるのが難しいので、その辺も含めて検討が必要かというふうに思っております。 

 それから、(3)高齢者世帯にエアコンの設置費用を補助することを提案するというふうに

ありますが、生活支援コーディネーター等による高齢者世帯の訪問において、家庭にエアコ

ンが１台も設置されていない状況というのはほとんどないようです。必ずエアコンはあるよ

うです。ただ、エアコンの機種が古いため電気代がかさむからとか、それから、特にちょっ

と前の世代、私たちよりももうちょっと上の世代になってくると、エアコンは体に悪いとい

うことを言う人が結構おられて、そういうこともあって結果的には利用されていない状況が

多くの家庭で見られたということでございます。 

 今後、経済的負担が大きい世帯を対象とするなど、先ほど申したように、支援対象の範囲

をどこに持ってくるかというのが非常に難しい問題になってくると思いますが、それを検討

するとともに、熱中症対策と電気料金の負担軽減、二酸化炭素排出削減といった複合的な効

果が期待できる省エネ型のエアコンの購入や買換えに対して補助を行うなど、内容を検討し

ていかなければいけないというふうに思っているところでございます。 

 (4)公共施設や各区の公民館などに熱中症予防の避難所の開設や民生委員などによる見守

りの強化を提案するということでございますが、まず、町民会館や体育館は一般の利用者も

いるため、熱中症予防の避難場所として利用することは難しいと思いますが、例えば、実は

体育館も武道場に行く道の広いところがありますけど、あそこは結構体育館と関係ない人が

集まってダべリングされているような例もありますので、そういったところの利用もあるで

しょうし、図書館や福祉交流館、それから、多世代交流センター憩の家などの公共施設を利

用していただくことは熱中症予防につながるというふうに考えているところでございます。 

 また、今回御提案いただきました公民館を活用する方法というのは非常にいい考え方だと

思いますし、公民館をこれまで以上にまた活用していただくきっかけにもつながるかという

ふうに思いますので、来年の夏までにぴしっとした形で、これは一番分かりやすいのがエア

コン代を町が見るというのが一番分かりやすいと思いますので、そういう形を中心に方策の

検討をしていきたい。そして、公民館が地域の皆さんの交流の場に今以上になったら、逆に

言えば熱中症というか、暑さが逆に福と転じるようなことになるんじゃないかと思いますの

で、そういうことを考えていきたいと思います。 

 また、民生委員の方々におかれましては、それぞれの担当区域を見守っていただき、何か
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あればすぐに役場や関係機関につなげていただくように、今も本当によくやっていただいて

おりますし、本当に積極的に活動していただいているところです。さらにその活動に期待し

ているところでございます。 

 ここ数年、熱中症での救急搬送も救急車の発信の記録を見ると非常に多くなっているよう

なので、夏場は特に注意していただきますよう見守りの強化を民生委員の方々にもまたお願

いしたいと思いますし、民生委員以外も、私どもはプラチナ社会政策室もつくって戸別訪問

もやっております。それから、保健師の方々もそれぞれの家を訪問させていただいておりま

すので、ぜひ町民の方が孤立しないように様々な対策を考えていきたいというふうに思って

おります。 

 正直、今年は熱中症対策、暑さ対策と、比較的まだあまりやっておりませんので、来年に

向けて、今年以上にまた来年は暑くなるというふうに想定できますので、きちっとした政策

を来年の夏までの間に固めて、来年は少しでも過ごしやすい夏にできたらいいなというふう

に思っております。 

 ２、障がい者福祉について、(1)第７期障がい福祉計画と第３期障がい児福祉計画の策定

スケジュールを示せということでございますが、各計画の策定スケジュールにつきましては、

８月に第１回策定委員会を開催し、９月にアンケート調査とワークショップを行います。そ

れを踏まえて、11月に第２回の策定委員会、１月に第３回の策定委員会を開催し、２月にパ

ブリックコメントを実施して、３月上旬に第４回の策定委員会を開催した後に、３月下旬に

策定完了するという予定で今進めているところでございます。 

 (2)第６期障がい福祉計画、第２期障がい児福祉計画における福祉サービスで、見込みよ

り実績が多い、または少ないサービスは何か、また、その理由は何かということでございま

すが、居宅介護などの訪問系サービスや就労継続支援などの日中活動系サービスでは見込み

と実績に大きな差はございませんでした。しかしながら、児童発達支援や放課後等デイサー

ビスといった障がい児福祉サービスでは、先ほども大山議員のときに出てまいりましたけれ

ども、見込んでいた利用者数に対して実績数が倍増しております。理由としては、対象にな

る児童の数がここ数年大幅に増えていることプラス事業所数がやはりこれも倍増していると

いうことでございます。ちょっと前までは基山町にも数件しかなかったものが今は20件とい

わないぐらいあるんじゃないかなというふうに思います。 

 (3)障害者手帳所持者の数を示せということで、身体と療育と精神ですが、令和５年４月
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１日現在、各障害者手帳の所持者数は、身体障害者手帳が604人、療育手帳が154人、そして、

精神障害者保健福祉手帳が173人というふうになっております。 

 (4)行政機関と民間企業における障がい者の雇用状況を示せということでございますが、

町の行政機関における障がい者雇用状況につきましては、令和５年６月１日現在で障がい者

を５人雇用しており、障がい者雇用率は2.62％となっております。また、民間企業分につき

ましては、佐賀労働局の統計が毎年12月頃に公表されますので、まだ令和５年度の情報がそ

ろっておりません。今現在公表されております令和４年６月１日現在の情報で見ますと、こ

の統計の対象になっている企業が町内に10社該当しておりまして、この該当する企業全体で

障がい者83.5人を雇用しており、障がい者雇用率は3.98％となっております。 

 (5)保育所、認定こども園、学童保育における障がい児の受入れ状況を示せということで

ございますが、町内の保育所、認定こども園では、療育手帳を持っている子どもを現在２人

受け入れております。また、町内の教育・保育施設におきましては、医師からの診断を受け、

児童発達支援施設へ療育等に通っている子どもを全施設合計で60人程度受け入れている状況

でございます。 

 放課後児童クラブでは、現在、特別支援学級に在籍する児童をひまわり教室で15人、そし

て、コスモス教室で10人受け入れている状況でございます。 

 (6)障がい者スポーツ、レクリエーション、文化活動に対してどのような支援を行ってい

るかということでございますが、障がい者スポーツ、レクリエーション、文化活動を支援す

るため、身体障害者手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする町内団体の利用につき

ましては、町民会館、体育施設、福祉交流館、多世代交流センター憩の家などの公共施設の

使用料を全て５割免除としておるところでございます。 

 (7)福祉タクシー券の枚数増と対象者の拡大をすべきではないかということでございます

が、福祉タクシー券につきましては、身体障害者手帳１・２級、それから、療育手帳Ａ・Ｂ、

精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちで希望される方を対象に、月３枚の12か月分を毎

年配付しております。また、透析治療を受けてある方には月６枚の12か月分を配付しており

ます。交付実績といたしましては、令和３年度が99名、令和４年度が101名という状況でご

ざいます。 

 枚数や対象者の範囲は現在のところ近隣市町とほぼ同水準でございますので、さらなる拡

充につきましては、近隣の状況もまた見ていきながら、そして、町内の状況をもう一回確認
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していって、今後検討していきたいというふうに考えております。 

 (8)コロナ禍における町内の障がい者福祉事業所への町の支援は何かということでござい

ますが、コロナ禍における町の支援といたしましては、町内の障がい福祉サービス事業所等

に対して、基山町医療福祉機能維持事業者緊急支援給付金として１事業者当たり20万円を給

付いたしたところでございます。また、コロナ禍の当初、マスクの入手が非常に困難な時期

がございましたので、従業員や利用者の感染防止対策としてマスクの配付も行ったところで

ございます。 

 (9)災害時の避難等、障がい者への対応はどのようにしているかということでございます

が、大雨や台風等が発生した際には、まずは保健センターを福祉避難所として開設し、安心

して避難していただけるような体制を整えているところでございます。また、多世代交流セ

ンター憩の家、基山っ子みらい館、合宿所も福祉避難所として位置づけておりますので、避

難する人数が多くなる場合はそちらで対応したいというふうに考えております。ただ、これ

までそこで対応した例はないと思います。大体保健センターでうまくいっているんではない

かというふうに思います。 

 避難の呼びかけについては、民生委員を中心に声かけを行っていただいており、町として

も、障がい者に限らず、支援が必要な方を把握するため避難行動要支援者台帳を作成してお

ります。この台帳の整備がまだまだ十分とは言えませんので、これをなるだけ早く整備して

いきながら、活用できるように取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 (10)障がい者への理解推進、差別の解消は進んでいるかということでございますが、障が

い者への理解推進、差別の解消に関しましては、毎年、佐賀県をはじめ、各市町、民生委員、

障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、その他関係事業所で構成する障害者差別解消支援地域

協議会を中心に、住民を対象にした研修会、勉強会を開催しております。障がいをお持ちの

方だけでなく、障がいをお持ちでない方にも御参加いただき、障がい者に対する理解を深め

ていただくよう取り組んでいるところでございます。このような取組は関係機関で協力し継

続していくことが大変重要でありますので、障がい者の方々が安心して暮らせるよう、今後

も引き続き差別解消に向けた啓発活動等に取り組んでまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 (11)重度心身障害者医療費助成の現物給付につきまして、町単独でも実施できないかとい

うことでございます。 



- 289 - 

 重度心身障害者医療費助成の現物給付については、これまでも検討を続けてきたところで

ございます。実施が難しい理由の一つに、国保ペナルティーというものがございます。本人

の窓口負担額を低くすることが医療機関への受診を促し、医療負担増につながるとみなされ

ており、国保の療育給付費に係る国庫負担金が減額されてしまう措置のことでございます。

これにより基山町が財政負担を強いられる額が現在試算では1,100万円程度と見込まれてい

るところでございます。現物給付の実現に向けて、まずはこの国保ペナルティーをなくすよ

う、県内全ての自治体の声として県から国に対して要請を行っておりますが、おっしゃるよ

うに、なかなか県で統一的にやるのが難しいと思います。それを待てば全くできないという

ふうに思います。ただ、基山町だけで1,100万円の財源が必要になるということでございま

すので、これも決して小さい額ではございません。現段階ではまだ全然進んでいませんが、

町単独でやれるかどうかの検討は至急やらなければいけないかなというふうに思っていると

ころでございます。なぜならば、子どもの医療費の現物支給化は今やっているわけですから、

本来であれば重心のものは最優先でやるべき話かなとは思っているところでございます。 

 ただ、県は自治体の足並みがそろわないことを理由に、正直、今のままではやってくれな

いと、国に県全体で要求することは私はしてくれないと思っております。そうなってくると

町単独でということになると、ペナルティーが全体でやって1,100万円でございますので、

町だけでやればもっと増えると思いますので、その辺のところもきっちり調べてやらなきゃ

いけないかなというふうに思います。 

 国にも私自身が問合せをしようと思って、何度か国、厚生労働省に電話するんですけど、

厚生労働省はすごく電話がかかりにくいです。あれでは少なくとも国民ファーストには全く

なっていないと思いますので、こういう省庁と対応していかなければいけないというのは非

常に私にとってもストレスではございますけれども、ここについては私自身も前からやらな

きゃいけないというふうにずっと思っています。福岡県なんかは何十年も前からやっておる

ので、その気持ちだけは分かっていただきたいなというふうに思っているところでございま

す。 

 長くなりましたけど、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 
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 それでは、熱中症対策について引き続きお伺いをいたします。 

 今答弁いただいた内容でぜひ進めていただきたいというふうに思っておりますが、さらに

幾つかお伺いをいたします。 

 鳥栖・三養基地区消防事務組合の調査では、先ほど言われましたように、７月、８月の合

計だけで見ると、令和３年度が32件だったそうです。今年度が86件と2.7倍と、もう倍以上

ですね。そういう意味では、本当に喫緊の課題というふうに思っています。 

 熱中症対策の周知ですけれども、ネットはもちろんですが、「広報きやま」が若干載せら

れていないかなと思っています。１つあったんですよ。屋外で仕事をされている方について

はというようなことが載っておりましたが、もっともっとこれは「広報きやま」での周知が

必要なのかなと思います。 

 それで、今答弁の中で、高齢者宅を訪問するときにチラシの配布とか、エアコンの上手な

使い方を説明していますということでございます。それはそうですけれども、高齢の町民の

方から、エアコンの無駄な電気を避けるために、業者ももちろんですけど、フィルターは２

週間に１回掃除をというようなことが言われているけれども、それができんと。私たちもこ

う乗ってすっときに、ひっくり返りゃせんかなというふうな声がありますが。ですから、私

は介護保険サービスとか生活支援コーディネーター、これで対処できないのかなと思ってい

ますが、現状では無理なんですか、できる可能性があるんですか、どのようにお考えですか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田福祉課参事。 

○福祉課参事（松田美紀君） 

 まず、介護保険の訪問介護による生活援助の範囲といいますのが、利用者の方への日常的

な家事支援でありまして、大掃除をはじめ、窓ガラスの磨きとかエアコン掃除というのはそ

の範囲を超えると判断されまして、該当しない可能性が高いと思われます。 

 あと、生活支援コーディネーターの役割としましては、住民個人や地域の困り事の把握を

行って、既にある社会資源につなげたり、新たなサービスを地域と話し合いながら創設して

いくということでありまして、いわゆる個々人の直接的な支援というのは現時点では想定し

ておりません。現在は訪問で状況の把握や困り事のお話を伺うとして、先ほどもありました

ようにエアコンの正しい使い方の啓発にはずっと努めているところです。 

 現在、利用可能なサービスとして、基山町社会福祉協議会のシルバー人材センター、もし
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くはてつだう隊事業の利用が可能ではないかというふうに思われます。なお、その際も本格

的なクリーニングといった支援は難しく、議員のお尋ねにあるような定期的なフィルター掃

除程度の支援内容は可能ではないかというふうに承っております。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 ぜひこのことが解決できればなというふうに思っております。 

 次に、エアコン設置費用の件でございます。補助をということで。 

 私の近所に２人暮らしの高齢者世帯がおられます。いつも窓を開けちゃっとですよね。そ

れで、ちょっと気になって、エアコンはなかとですかというふうに聞いたら、壊れたままだ

と。補助があれば購入を検討したいと言われていました。 

 それで、御存じだと思いますけれども、神埼市では熱中症対策として、高齢者だけの非課

税世帯がエアコンを設置するときに、これはネットで見れば分かります。５万8,000円を上

限に補助金を出すということで、今年度当初予算で上げています。現在、どのくらい申請さ

れていますかと聞いたら、12件ほど申請されているというふうなことでございました。 

 そういう意味で、大体の世帯は確かに町長が言われたようにエアコンは持ってあると思い

ます。ですから、神埼市でも詳しく聞いてみると、家に１個でもエアコンがあるならば対象

にならないと。全然ないというところについてということであります。さっき言った壊れた

ので使っていないというところもあります。ぜひともそういう意味で、来年度はそれができ

るようにお願いしたいと思っています。 

 ４つ目にお聞きしました、いわゆる公共施設とか各区の公民館を使った避難所の開設、こ

れは新聞を見てみますと、あちこちでやっておられますので、読まれていると思います。

さっき町長の答弁であったけれども、各区公民館で猛暑避難所というか、クールスポットと

いうか、開設する場合は電気代を補助するということなどをやっているということで、ただ

単に集まって涼むというだけじゃなくて、公民館の有効活用というか、やっぱり地域の方が

集まることによって元気になっていくというふうなことで、非常にいいやり方だなというふ

うに思っています。また、政府についても熱中症対策実行計画を閣議決定して、高齢者の見

回り強化や自治体によるクーリングシェルターの確保ということを言っているようでありま
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す。そういう意味で、ぜひとも来年度実施になるように求めたいというふうに思います。 

 これで熱中症対策については終わります。 

 次に、障がい者福祉についてでございます。 

 非常に私もまだ不慣れで、今までも何回か質問してきたんですが、今回この計画を読んで、

少しは分かったかなというふうな気持ちでおりますけど、まだまだ不十分だというふうに

思っています。 

 そこで、お聞きをいたします。 

 第６期とか第２期、今年度までやるわけですけれども、いわゆる見込みより実績が多かっ

たサービスの件ですね。それを見てみると、答弁でもあったように、児童発達支援とか、そ

れから、放課後等デイサービス、先ほど86人とかなんとか言われたですかね。非常に倍増し

ているということであります。 

 もちろん町長は、そういう意味じゃ事業所も増えましたというたしか答弁だったというふ

うに思っています。その件と、必要な事業所数は足りているのかという件と、もう一つ、来

期の計画に向けて、児童発達支援と放課後…… 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員、一問一答でお願いします。 

○12番（松石信男君） 

 第１期計画でもそうだったけど、この第２期でもこの２つですね。第２期というのは今で

すよ。でも、増加しているんですよ。第１期も増加して、第２期も増加しているという状況

なんですね。第３期では当然さらに増えていくということが私は考えられるというふうに思

いますので、そういうのを踏まえた計画の拡充ということが必要だと私は思いますけれども、

まずその点について御答弁をお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 今お尋ねでありました最初の事業所数、必要な数足りているのかということにつきまして

は、今現在、町のほうで相談を受けている限りでは、どの施設も入れないというような声は

届いておりません。確かに全国的に見ると待機者がいるという状況が発生している自治体も

ございますけれども、基山町におきましては、当然、町内在住の方は基山町内の施設だけで
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はなくて、近隣の鳥栖市であったりとか、春日市とか、久留米市とか、そういった施設を使

う場合もございますけれども、施設数については足りているという状況かと感じております。 

 それからもう一つ、第１期、第２期と数字が伸びている障がい児福祉サービス、こちらに

つきまして第３期ではどのような盛り込み方かということですけれども、確かに１期、２期

に比べますと、３期はさらに増加率は上がってくると思います。そういった背景も踏まえな

がら、今回の計画は策定したいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 分かりました。 

 もう一つ、障がい福祉サービスの中で、グループホームの入所、これについても、入所見

込みと比べて入所希望者が多いんじゃないかというふうに感じております。対処はできてい

るんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 グループホームにつきましても、先ほどの答弁とかぶるようにはなるんですけれども、希

望者数は増えてきている状況でございます。ただ一方で、事業所数もニーズに合わせて増え

てきておりますので、現在のところでは入所したいのに入所できないといった状況は聞いて

おりません。 

 ちなみに、基山町内でございますと、グループホームが現在８か所ございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 分かりました。 

 さらに計画を見ていましたら、障がい福祉サービスで施設入所支援、これは必要な人が利

用できているのかなというふうに思っています。全国的には入所待機者もおられるというふ

うにお聞きをしておりますが、基山町はどうですか。 

○議長（重松一徳君） 
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 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 施設入所につきましては、それぞれの施設によって特色がございます。利用される方はい

ろんなところで情報を入手されて、自分に合ったところを選ばれている状況ですので、基本

的には施設数は足りておりますので、入所をしたいということであれば、どちらかには御案

内できる状況にはあるかと思うんですけれども、やっぱり自分に合ったところ、どうしても

ここに行きたいといった場合があれば、タイミング的にはちょうどたまたまその施設がいっ

ぱいになっているということは部分的にはあるのかもしれませんけれども、困っている、ど

こにも預けられないといった状況にはなっておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 分かりました。 

 障害者手帳の所持者です。これも経過を見てみますと、身体障害者手帳は若干減ってきて

いるというふうに思います。しかし、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳、これは増加して

きていると。全体としては931人だというふうなことでありますが、これは次期計画をつく

る上で大きな土台となってくるんじゃないかなというふうに思っております。当然その辺は

考えられているとは思いますが、どのようにお考えなのか、お聞きをいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 今、議員おっしゃられましたとおり、障がいの種類で申しますと、特に精神のほうが増え

てきている状況でございます。令和２年で申しますと141人、令和３年が160人、令和４年が

173人というふうな形で、すごい伸びが激しくなっておりますので、そういった背景を踏ま

えたところで今回の計画は考えていく必要があると考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 そしたら、次にお伺いをいたします。 
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 行政機関、役場とか民間企業の障がい者の雇用状況であります。 

 町長から答弁いただきました。行政の場合は法定雇用率2.6％、町内企業は2.3％というこ

とで、いずれもそれを突破していると。雇用状況はいいようでありますが、来年度はこの法

定雇用率──来年度というか、どんどん上がっていくのかな。雇用率が上がるというふうに

思っております。そうなれば、やはりさらなる雇用を進めていくということが必要だろうと

思いますが、これについてはどのように現時点で考えられているのか。 

○議長（重松一徳君） 

 平野総務課長。 

○総務課長（平野裕志君） 

 役場につきましては、まず、法改正で令和８年度から３％となりますけど、それまでの間、

経過措置がありまして、令和６年度につきましては2.6％という目標ができております。で

すので、役場のほうでも今５名雇用をしておりますけれども、来年度は１名を増やす形で雇

用率の達成を図りたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 民間企業分につきましては、法改正がありまして、現行が2.3％で、令和８年度には2.7％、

その中間で経過措置として令和６年度には2.5％という形で、2.3％から2.5％、2.7％となっ

てまいりますけれども、１問目の町長の答弁にもありましたとおり、民間企業では現在の調

査では基山町分3.98％となっておりますので、数字上では大きく基準を満たした形になって

おります。引き続き、障がい者雇用には努めていただけるものというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 そしたら、次に行きます。 

 町内の保育所とか認定こども園とか学童保育における受入れ状況であります。 

 学童保育では25人受け入れているというふうな答弁でありました。これは希望者全員を受

け入れているということで確認していいですね。 
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○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 学童保育につきましては、申請がありました分は全て受け入れておりますので、この障が

い児に係る分も全て受入れをしているということで御理解いただければと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に、障がい者のスポーツとかレクリエーション、文化活動に対する支援の状況でありま

す。 

 公共施設の利用料についても半額補助はやっているということであります。免除されてい

るというのはあるんですか、ないんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 まず、町民会館と体育館につきましては私のほうから御説明させていただきます。 

 減免の実績でございますけれども、体育施設におきましては、毎週１回、多目的グラウン

ドを御利用いただいておりますので、５割減免、毎週１回実績がございます。町民会館につ

きましては、御利用がない状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 福祉交流館及び憩の家に関しましては、現在のところ障がい者での減免ということでの利

用は昨年と今年にかけましては発生はしておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 聞いてみますと、グラウンドゴルフとかをされているというふうなことも聞いております。



- 297 - 

半額補助ということであります。この点についても、さらなる検討をお願いしたいと。もっ

ともっと障がい者の方が外に出てスポーツを楽しむと、そういう条件づくりをぜひともやっ

ていただきたいと思います。 

 それから、移動外出支援としての福祉タクシー券の枚数増と対象者の拡大についてであり

ます。 

 福祉タクシー券の対象者が身体障がい者でいいますと281人と、それから、知的障がい者

の方が154人、精神障がい者が112人と、合計で547人というふうに資料を見てみますと思い

ます。ところが、福祉タクシー券の配付枚数が101人というのは、ちょっと私は実情が分か

りませんけれども、非常に少ないんじゃないのかなという感じがします。もちろん申請しな

ければいただけないのでねという部分はありますけれども、この利用状況についてはどのよ

うにお考えですか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 今、議員おっしゃられた547人の方につきましては、当然、中には御自身で車が運転でき

る方もいらっしゃいますし、通常、御家族の方なり支援される方と一緒に行動されるといっ

た方も含まれております。ですので、数字上、先ほどの547人に対して101人ということで、

５分の１で少ないという形では受け止めておりませんけれども、一番重要なのは、例えば、

新たに障害者手帳を持たれたりする方がこういう制度があると、タクシー券を使えるんです

よということを知らなかったということにならないように、きちんと手続の際にはタクシー

券がございますので申請されてくださいということで、こういった周知につきましては取り

組んでまいりたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に伺います。 

 コロナ禍における障がい者福祉事業所への支援についてお伺いをいたしました。確かにそ

ういうことをやられたと思います。 

 今、どこでもそうなんですけど、物価とか光熱費が上がっているということで、さらなる
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支援というのが私は必要だろうというふうに思うわけですね。その辺でウィズコロナ、ポス

トコロナ、いろいろありますけれども、国のお金が下りてくればやりやすいという部分もあ

るかとは思いますけれども、その支援についてどのようにお考えなのかですね。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 ここ数年の物価や光熱費の高騰につきましては、当然、障がい福祉事業所のほうでも経済

的に苦しくなっておるのは十分存じ上げておりますが、こちらにつきましては、障がい福祉

事業所に限らず、様々な事業所で大変な思いをされてあるかと思います。その中で、なかな

か町単独でというのも難しい部分もございますが、私個人的にはそういった国の補助事業等

を活用しながら、福祉事業所に限らず、全体として困っているところにどういう支援ができ

るかという形で検討を進めるべきだというふうには考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 ぜひ検討を進めていただきたいと思っています。障がい者福祉サービスがこれだけ利用者

が伸びてきているという中で、事業者数ももちろん増えてはきておりますけれども、やはり

私はさらなる支援が必要だというふうに思っております。 

 あと、差別の解消であります。これは法律もきちっとあるわけですけれども、今回ちょっ

と私が気になったのが、さきの通常国会で旅館業法が改正されました。今まではホテルや旅

館は原則として宿泊拒否はできないとされておりました。ところが、今回の改正で旅館やホ

テルにとって過重な負担となれば拒否できるとなったことに対しまして、障がい者から非常

に不安の声が上がっています。私は差別につながるようなことにもなるかと思います。不安

解消に向けた努力とか対策が必要だろうというふうに思っています。まず、この内容も含め

て、不安解消に向けてどうされていくのか、御答弁をお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 今、議員おっしゃいました旅館業法の改正につきましては、これまで宿泊拒否は原則禁止
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となっておったものが、昨今の状況であまりにも過度な要求を繰り返すお客様が増えている

と、そういったものを解消するために改正が行われたものです。 

 当然、宿泊拒否の中に、先ほど言われた障がい者差別に当たるような形で、手がかかるか

らということで拒否が起こってはいけないということで、様々な障がい者団体からも要請等

がこの法改正に併せて出されております。その中で、国のほうとしましても、この改正に併

せた形でどういったケースが拒否できると、あとは障がい者を理由とした拒否はしてはいけ

ないといったような指針案が示されているところでございます。法改正は６月ですけれども、

施行自体は12月でまだ先でございますので、この間、その辺りの指針案を国が詰めるという

ことになっておりますけれども、指針案の中で具体的に障がい者への配慮として、障がいが

あることを理由に拒否をできないという文言も明記をされておりますので、そういった差別

的な取扱いが行われないように十分注意していくということは国のほうからも出されており

ます。 

 また、それぞれの宿泊業者におかれましても、従業員に対してそういった障がい者への合

理的配慮に関する研修等を行うといった形も、その指針の内容の中には盛り込まれておりま

すので、今後、国のほうでも法改正でいろんな誤解が生じることのないよう、そういった障

がい者の方の不安を解消できるように伝えていく説明責任はあるのではないかと思っており

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 この件に関しては政府のガイドラインとかは出ているんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 具体的なガイドライン等が厚労省から各自治体には下りてきてはおりません。今後、12月

の施行に合わせて徐々にそういったのは下りてくるのではないかと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 
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 ガイドラインが本当にそういう障がい者の不安を払拭するような形になるのか見らないけ

んですけれども、ぜひとも不安解消に向けた様々な努力というのは、我々も含めてやはりき

ちっとする必要があるんじゃないかというふうに思っています。 

 この件の最後ですけれども、町長も非常に頑張っているんだということを再三繰り返され

てきております。基山町としても、県でまとまってはできんかなというふうな見解ですよね。

そしたら、基山町としてやったらどやんですかという提案なんですけど、いや、それも

ちょっとなと、国のペナルティーが怖くてなと。1,100万円と、ちょっとびっくりすっです

ね。こんなペナルティーをね。そして、先ほど言われたように、基山町では先進的に子ども

の医療費なんかも現物支給やってきとるし、これもペナルティーはあるんですよ。僅かとい

うことですけれどもね。しかし、やってきているという中で、一旦立て替えてもらわないか

んということですけれども、これを現物支給すっと、どんどん病院にかかって医療費のかか

るけんと、障がい者の方がどんどん病院に行くごとなると、ちょっとそれは私も納得がいか

ないわけですね。 

 何とかならんかなというふうなことで質問したわけですが、福岡県はもう早うからやられ

ているというふうに言われました。まさにそうです。私が資料で見ると、まだ進んでいるか

なと思うんですが、2019年度の資料で見ますと、全国で30の都道府県が現物支給をやってい

るんですね。償還払いが16件と。その中に佐賀県も入っているわけですね。非常にそういう

点ではやはり遅れていると。 

 再度御答弁をお願いしたいんですが、これは障がい者団体も含めて長年要望されているわ

けですが、ほかの県はできているのに佐賀県はできんとなっている。今の県の考え方とか対

応、この辺は正直なところ一体何なんですか。例えば、そうやると佐賀県にペナルティーが

何億円と来ると。どうもこれが原因かなという感じもせんでもないんですが、正直なところ

何なんですか。そこの辺をどうすればほげていくのかと。ほかの都道府県はやっているのに

というふうに感じますが、どちらか分かれば。分かりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 先ほど松石信男議員が言われた30の県というのをこちらでは把握はしておりませんけれど

も、九州管内で申しますと全県で取組ができておるところは福岡県と宮崎県になります。そ
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れ以外の県ではまだ部分的に一部の自治体でされているとか、あと、ばらつきがございます。 

 佐賀県に関しましては、まだいずれの自治体も取組がなかなか進んでいないところではご

ざいますけれども、県のほうの取組としましては、毎年、関係の担当課長会議がございます

けれども、この議題は毎年取り上げて議論を進めているところでございます。その中では、

どこの自治体も何かしらの改善が必要だと、このままでいいというふうに答えているところ

はございませんので、どこもその辺では意見は一致していると思っております。 

 ただ、やっぱりペナルティーの額があまりにも大き過ぎまして、先ほど松石信男議員が言

われました子どもの医療費の分は基山町でいうとペナルティーがかかっている分は十数万円

でございます。これについては、それから２桁ずれておりますので、1,000万円クラスにな

ると、やっぱりどこの自治体もこれがネックになっているというのが現状でございます。基

山町は1,100万円でしたけれども、佐賀県内全体で合わせますと５億8,000万円ぐらいを県の

ほうでは試算されております。 

 やはりこのペナルティーという部分に関しましては、国のほうに御理解をいただいて、で

きれば国会等でも国のほうで全体的に取り上げていただければなとは思っておりますけれど

も、佐賀県に限らず、全国どこの自治体からもこれに関しては要望が出されている状況でご

ざいます。なかなか国のほうが変わらないということで、国がなかなか動かないということ

であれば、冒頭、町長の答弁にもありましたように、単独での取組も検討が必要にはなって

くるんですけれども、やはり費用的な負担、それから、これに関しましては現物給付となり

ますと窓口での手続が変わりますので、医療機関との調整も発生してまいります。この辺の

医療機関の調整も町独自で行う必要が出てまいりますし、やはりかなりハードルが高いもの

にはなりますけれども、なかなか進まないと、現状変わらないということになれば、費用面、

そういった医療機関との調整面も含めて、単独も今後はどこかのタイミングでは検討が必要

かなというふうに考えているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 子どもの医療費のときも県は最初は全然逃げ腰だったんですよ。最初は基山町は500万円

ぐらいのペナルティーがかかるという話だったんですね。やってしまえば、逆に言えば子ど

ものということになると、子育てし大県とか、県も全面に押し出しているので、本当に今の
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重心医療と同じようなことが私が町長になった頃はまさに子どもの医療費でも起こっていた

んですね。ここでも何回もできんのかといって、それをとにかく押し切って、幾つかの自治

体がもうやるということになって、最終的に一番大きい佐賀市がやるということになったの

で、雪崩現象でみんなついてきたという感じなんですよね。 

 それで、このまま黙っとっても全然その雪崩現象は今回は起こらないと思いますので、今

30の県が行っているということで、じゃ、佐賀県が５億円もかかるんだったら、30の県で10

億円とか20億円とかペナルティーがかかっているかどうかは調べてみます。そして、もっと

言うと、県単位ではやっていなくて単独でやっている自治体があるかどうかも確認して、ど

の程度のペナルティーが本当にかかるのかですね。子どもの医療費も最終的には──子ども

の医療費の場合は流れがそれだったので、国全体の流れも子育て支援というのをすごく大事

にしていたので、ペナルティーが下がったんだと思いますが、この1,100万円というのもど

こまで本当なのか、正直、私自身は非常に懐疑的に思っています。ただ、県が正式な文書と

して試算としてこれを出してきていますので、そんなところですね。 

 だから、やるとしたら、県を待っていても恐らく私は無理だと思います。だから、よその

自治体の例、特に単独でやっていない17の都道府県の中で、どこか１つだけがやっている例

があったらそういうところを調べるというのがポイントになってくるかと思います。とにか

くここは本気で突き進まないと突破できない、子どもの医療費のときとは全然違う壁の厚さ

を今感じ取っているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 引き続き、これについては私も頑張っていきたいし、町としても頑張ってもらいたいとい

うふうに思っています。 

 これで質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で松石信男議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩します。 

～午前11時56分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 
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○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、工藤絵美子議員の一般質問を行います。工藤絵美子議員。 

○１番（工藤絵美子君）（登壇） 

 皆様こんにちは。１番議員の工藤絵美子です。どうぞよろしくお願いします。 

 傍聴席にお越しの皆様、本日は御多用中にもかかわらず足を運んでいただき、誠にありが

とうございます。 

 それでは、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 質問は、妊娠・出産・子育て支援についてです。 

 女性は妊娠、出産を通して、心身ともに大きな変調を来します。特に産後６週から８週間

は産褥期と言われまして、妊娠や出産で変化した体が妊娠前の状態に戻るまでの時期を言い

ます。最近、若い方には通じなくなってきているんですけれども、いわゆる産後の肥立ちま

での期間です。出産は病気ではないと言われますけれども、全治一、二か月の状態と言って

も過言ではありません。 

 産前・産後は体だけではなく、精神的にも不安定であり、産後鬱などの疾患や気分変調を

来しやすい時期です。原因はホルモンの変化、産後の疲れ、睡眠不足、育児不安、育児支援

不足、夫や家族の関係などがあります。新しい命の誕生の喜びと並行して、赤ちゃんが加

わった家族の機能は非常に不安定な状況に陥ります。 

 本町では、平成30年10月に、子育て世代包括支援センターが開設され、妊産婦、乳幼児等

が切れ目なく必要な支援を受けられる体制が整備されました。次いで令和元年10月には産婦

健康診査事業・産後ケア事業が開始されました。どちらも当時県内２番目の取組と聞いてお

り、このスピーディーさはさすが子育てしやすい町をうたっている基山町だなと当時、感心

した記憶がございます。さらに、令和２年４月には町営の病後児保育事業がスタートしてお

ります。公設公営での病後児保育事業は佐賀県でも珍しい取組です。そのほかにも、子ども

の医療費の無償化など、町独自のエッジの利いた支援策もあり、妊娠、出産、子育てに対す

る支援メニューが充実してきているように感じます。 

 私自身３人の子育てをしている母でもあります。支援体制が整い、支援メニューが増えて

いく中でありがたさを感じる反面、当事者のニーズと町の支援策にずれを感じていることも

ございます。本町の妊娠、出産から育児への過程を支えるための取組がさらに充実していく
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ことを期待し、質問させていただきます。 

 (1)妊娠・出産・子育て支援の取組の現状についてお示しください。 

 (2)基山町の産後ケア事業の概要についてお示しください。 

 (3)過去３年間の産後ケア事業利用者数（延べ人数・実人数）についてお示しください。 

 (4)本町の妊娠・出産・子育てにおける課題についてお示しください。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 工藤絵美子議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 大項目の１で妊娠・出産・子育て支援について、(1)妊娠・出産・子育て支援の取組の現

状について示せということでございますが、自分が子育て支援したのはもう三十何年前にな

るので、すごく忘れかけていたんですが、近年、娘が子どもを産んで孫と接する機会がたく

さん出てきておりますので、まさに何というか、三十数年前よりも子育て支援にプライベー

トでは非常に関わってきているなという感じがしている中での御質問でございますので、す

ごく私的には時宜を得た話かなと思って、よかったなと思っているところでございます。 

 (1)妊娠・出産・子育て支援の取組の現状について示せということでございますが、母子

手帳の交付時の面談、産前・産後の妊産婦へ助産師が訪問等によるアドバイスを行う産前・

産後サポート事業、それから、保健師が自宅に訪問し、体重計測や保健相談等を行う２か月

児家庭訪問、４か月児健診等、各種乳幼児健診及び相談、産婦の心身の健康状態や乳児の成

長を見るための産婦検診、新生児を対象に耳の聞こえの検査費の助成を行う新生児聴覚検査

費助成、産後ケア事業、出産・子育て応援給付金事業、親と子の集いの広場等の取組を行い、

妊娠・出産・子育てをする中での悩み事や困り事、母の心身のことや家族のことなど、様々

な相談に対応しているところでございます。 

 また、ゼロ歳から18歳までの子どもの病気やけが等の際の不安と経済的負担を軽減するた

め、保険診療分の全額助成をする子どもの医療費助成や管理栄養士による離乳食教室、子育

て交流広場では子育て世代の交流の場の提供と子育て支援情報の発信、加えてファミリーサ

ポート事業などを実施しているところでございます。 

 さらに、本を通じて親子の時間をつくっていただけるよう、７・８か月児に絵本２冊をプ
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レゼントするブックスタート事業などを実施するなど、子どもの健やかな成長を願って様々

な育児相談や子育て支援に取り組んでいるところでございます。 

 (2)基山町の産後ケア事業の概要について示せということでございますが、産後ケア事業

につきましては、家族等から家事、育児等の援助が受けられない、産後の体調または育児に

不安がある等、産後において支援を必要とする町内に住所を有する産後４か月未満の母子に

対して、心身ケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を委託医療機

関で実施しています。事業の利用については、デイサービス型と宿泊型があり、通算して７

日まで利用いただくことができます。 

 (3)過去３年間の産後ケア事業利用者数（延べ人数・実人数）について示せということで

ございますが、産後ケア事業の利用者数は、令和２年度は延べ人数、実人数ともゼロ人、令

和３年度が延べ人数、実人数とも１人、令和４年度が延べ人数、実人数とも２人でございま

す。 

 (4)本町の妊娠・出産・子育てにおける課題について示せということでございますが、産

後ケア事業において、近隣に産婦人科が少ないことやベッドに空きがない産婦人科もあり、

産後ケア事業を実施できる委託先を拡大していくことが課題だというふうに考えております。 

 また、近年、核家族化が進み、近くに実家や頼る人がいない子育て世代が多いことや、特

別な配慮が必要な子どもが増加していることも感じているところでございます。令和６年４

月には全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援等を行うため、こども家庭センター

を設置し、母子保健と児童福祉が一体となって、一人一人に寄り添い、包括的な支援につな

げていけたらいいなというふうに考えております。 

 この問題はもうずっと前から基山町に小児科、産婦人科がないということ、小児科はなる

おさんがありますが、本当の意味での小児科の専門医ではない。ただ、今はもう本当に専門

にしていただいているんですけれどもですね。そういうことが大きな問題としてあったのと、

それから、産後ケアというのは鬱とかそういうものとの関連があって、通常の産婦人科では

対応できないケースも非常に多いというふうに認識しているところでございます。というこ

とで、実はかねてから包括提携を結んでおります久留米大学。久留米大学全体として結んで

いるんですが、結んだときの医学部長が今、学長で、その方にずっと相談をしておりました。

何の相談をしていたかというと、基山町の病後児保育施設の実績が伸びないと、誰もあまり

利用してくれていないと。何でこんなことを思ったかというと、きのくに祭りのときに、あ
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る女性から話しかけられて、今のままの病後児保育施設だったら誰も使わないよというふう

な感じのこと。なぜならば、病後児、病後後後児保育よねみたいな感じで、もしあれで受け

入れてもらえるようだったら、普通に保育園でも受け入れてもらえるはずだからということ

で、そういう相談を久留米大学の学長にしていました。 

 もう一つが、産後ケアの問題というのは、精神科と産婦人科の両面が必要だというふうに

認識していましたので、それを含めて相談してみたところ、最近になって少しいろいろいい

返事がもらえるようになりました。もちろん、その前に産婦人科及び小児科の誘致ができな

いかということで、地域の中核病院への相談も行いましたけど、それはならないということ

で、無理ということになりましたので、今それがうまくいきそうな雰囲気でございますので、

その辺りも含めて、来年４月からのこども家庭センターと同時に、うまい仕組みができるこ

とを今、様々検討を始めたところでございますので、ぜひまたいろんな御意見、そして、特

に町民の方の御意見をいただければなというふうに思うところでございます。 

 長くなりましたけれども、以上で１度目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

 産後ケアに関する経緯ですけれども、平成29年８月に厚生労働省より、産前・産後サポー

ト事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドラインが公表されました。対象は妊娠初期から

産後４か月までの時期が目安とされていました。その後、令和３年４月１日に母子保健法の

一部を改正する法律が施行されました。これは産後ケア事業を母子保健上に位置づけるもの

であり、各市町村が産後ケア事業実施の努力義務を規定したものです。対象者は家族などか

ら十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える出産後１年以内の母親

とその子とされています。 

 藤田健康増進課長にお聞きします。 

 対象の期間が出産後４か月から１年以内の母親とその子となった理由として、把握されて

いることがあればお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 
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○健康増進課長（藤田和彦君） 

 出産直後から４か月頃までの時期というのが、出産後１年を経過しない女子及び乳児と改

められました。この改正理由につきましては、低出生体重児等の場合に妊娠期間の長期化で

退院時期が出産後４か月を超える場合もあることや、産婦の自殺は産後５か月以降にも認め

られるなど、出産後１年を通じてメンタルヘルスケアの重要性が高いことなどを踏まえて改

正されたものと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 少し古いデータではありますけれども、平成27年から平成28年、国立成育医療研究セン

ターなどのチームがまとめた研究がございます。ちょうど５年前ですね、平成30年９月６日

の新聞に掲載されていました。内容は、妊娠中から産後１年未満の死亡者数は357名で、う

ち102名が自殺という衝撃的なものでした。特に産後の自殺が92名ということから、やはり

産後の母親の精神的な負担が大きいことが分かります。この102名の命、支援次第では救え

た命であったかもしれません。やはり産後１年は、藤田健康増進課長も言われたように、ハ

イリスクな時期と捉えて、丁寧な支援が必要であると感じています。 

 藤田健康増進課長にお聞きします。 

 基山町の産後ケアの対象は、現在、産後４か月未満ですが、近隣の市町、鳥栖市、みやき

町、小郡市、筑紫野市、大刀洗町、筑前町は産後ケアの対象が産後１年未満となっています。

基山町が産後４か月未満までとなっている理由について御説明ください。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 まず、基山町が４か月未満になっているところでございますけど、４か月以上になると新

生児用のコット、ベビーベッドには入らないといったことや、入ったとしても転落の危険が

あるということで、４か月を過ぎると寝返りを始めるので、転落死を防止することや、コッ

トからの転落防止のため、見守り要員を配置する必要があります。また、沐浴させる場合、

沐浴槽では小さいなど、産婦人科のほうの施設や体制の課題もあり、受入れができないとい

う課題があります。 
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 また、基山町が４か月になっているということですけど、周りの鳥栖市とか小郡市でも

ショートステイの宿泊型ですね、この辺につきましては４か月未満となっております。デイ

サービスにつきましても、鳥栖市も基山町も同じところに委託しておりますので、４か月未

満ということになっております。ただ、母乳育児相談、自宅訪問、この部分につきましては

１年未満ということでなっております。 

 基山町につきましては、母子育児相談の部分につきましては、育児教室、ぽっぽ教室のほ

うに通っていただいて、これは月２回実施しています。１年未満が対象になりますので、こ

こで対応しているというところでございます。 

 また、あと自宅訪問の部分ですね、ここにつきましては、基山町は産前・産後サポート事

業、これは４か月未満でございますけど、こちらを活用しているというところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 やはり主に４か月未満になっている理由としては、産婦人科がどうしても４か月以降が見

られないというところで、そこが一番大きいのかと思います。 

 先ほど町長からの御答弁では、令和２年度から令和４年度の３年間の産後ケア利用実績が

３名とのことでした。基山町ではショートステイ型に加え、令和５年度よりデイサービス型

の産後ケアが開始されています。ショートステイは宿泊を伴うため、上にきょうだい児がい

る家庭では、そのきょうだい児の世話を誰がするのかという問題で利用できない方も多いで

す。デイサービス型の開始によって、利用できる方の幅は広がったのではないかと思います。

令和５年度の産後ケア業務委託料の予算が31万円となっておりました。今年度、ショートス

テイとデイサービス型それぞれ何件の予定で予算を組んでおられるのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 今年度の予算でございますけど、ショートステイ宿泊型につきましては、12泊分といたし

まして、２万円掛ける12泊で24万円、デイサービス型といたしまして、１日7,000円でござ

いますので、10日分ということで７万円計上させていただいております。合計の31万円とい

うことになります。 
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○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 今年度の実績は何名いらっしゃるでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 令和５年度の実績でございますけど、現在、７月に１人御利用されておりまして、２泊３

日の御利用で、今４万円の支出をしております。今週末、ちょうど今申請があっておりまし

て、今週末１件の予定が入っております。 

 以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 今後の産後ケア事業について、ちょっとお伺いしたいと思っているんですけれども、今後、

里帰り出産で帰省する方に対して産後ケアを実施する予定はございますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 里帰りでの産後ケアということでございますけど、まだ基山町では実施をしておりません。

近隣で見ますと、筑紫野市がやっておられるようでございます。ここは県内で利用できるよ

うになっておりますので、こういった先進地を調査、研究して検討してまいりたいと思って

おります。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 里帰りをしているから里帰り先で十分な支援があるとは限りませんので、ぜひ御検討お願

いします。 

 次に、流産や死産を経験された方の悲嘆に対するケア、これはグリーフケアといいますけ
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れども、こういった方を産後ケアの中で実施する、グリーフケアを実施する予定とかはあり

ませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 その辺りにつきましても、今から調査、研究をさせていただきたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 産後ケアガイドラインにおいて、妊産婦とは出産後１年以内の女子をいい、流産、死産を

された方も対象に含まれています。私も過去に流産を経験しましたけれども、大きな喪失感

と悲しみ、自責の念が押し寄せて、どれだけ涙を流したか分かりません。悲嘆のプロセスに

寄り添って乗り越えていく支援には専門性が必要です。ぜひ流産、死産をされた方も産後ケ

アや産婦健康診査の対象にしていただくようお願いしたいと思います。 

 流産、死産の方の情報は、なかなか把握が難しいかと思いますけれども、近隣で実施して

いる自治体がございますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。 

 産後ケア事業として、アウトリーチ型、居宅訪問型の支援を実施する予定とか、そのほか

の支援の方法を検討されていたりはされますか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 先ほど申しましたとおり、アウトリーチ型ですね、今現在は産前・産後サポート事業とい

うことで対応させていただいているところでございます。実はこの１年未満の事業対象にと

いうことでございますので、ここも受入れ先等の検討が必要になりますので、そちらと併せ

て実施に向けて検討していきたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 先ほどの御答弁の中で、本町の妊娠、出産、子育てにおける課題として、産後ケア事業を
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実施できる委託先を拡大していくこととおっしゃいました。これは行政側の課題であります

ので、早急に取り組んでいただきたいと思っております。近隣に産婦人科が少ないこと、空

きベッドがない産婦人科があることが産後ケア委託先を拡大できていない理由のようですけ

れども、産後ケアは助産院等でもできますので、当然、今までにも産婦人科以外の施設との

契約を検討されてきたかと思いますけれども、委託に至らなかった経緯があれば教えてくだ

さい。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 先ほど申しましたように、産婦人科等では４か月未満というところで受入れがされており

ます。あと助産院等とかにつきましては、委託料の関係等がございます。そちらのほうの調

整もありますので、そういったところで今のところまだできていないというところでござい

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 恐らく委託料のことかとは思っていたんですけれども、やっぱり産婦人科は院内に厨房も

ありますし、通常勤務しているスタッフがいる中で産後ケアも実施できますけれども、助産

院のほうはその都度、食事を作る方、見る方ということで、やっぱり人件費がかなりかかっ

てきます。その辺もぜひ利用も検討していただければと思います。実際８月に助産師から相

談を受けたんですけれども、９月ぐらいに出産される町内の方が助産院のほうで産後ケアを

利用したいというふうに言ってあるということでした。契約がないから全額自己負担になり

ますので、日数が増えれば本当に、優にすぐ10万円を超すような自己負担が生じてきます。

私が出産した頃は産後ケアはなかったんですけれども、私も町外、佐賀県外のほうで利用し

た経験がございます。できるだけ選択肢であったりとか、なるべく多くの方が利用できるよ

うな体制を整えていただけたらと思います。 

 現在、基山町で子育てしている母親や父親はどのような課題が困り感を抱えているのか、

課長のほうで分かっていることがあればお願いします。 

○議長（重松一徳君） 
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 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 相談でよくあったりするのは一時預かりとか、あと家事支援、そういった部分の相談は多

くあると思っています。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 それでは、産後ケアについては最後の質問となります。 

 令和２年度より３か年実施して現在４年目の基山町産後ケア事業について、評価的な視点

での妥当性、有効性についてお答えください。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 産後ケア事業を御利用いただいた方につきましては、利用できてよかったというような御

意見はいただいておりますので、利用された方の満足度は高いのかなと思っております。た

だ、利用につきましては、まだ年間２件とか、そういった形でございますので、利用者が少

ないことは家族とか御親族でサポートを得られながらされている方もいるのかなと考えてい

るところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 基山町ではどのような産後の支援が必要とされているのかを把握していただいて、今年度

の評価を基に来年度の事業にしっかりと反映していただくようにお願いいたします。 

 産後ケア事業は努力義務ですので、産後ケア事業の拡大が必ずしもいいのかどうかは私に

も分かりません。基山町の実情に応じて、事業の展開をお願いしたいと思います。 

 ここからは配付させていただいた資料を基に御質問させていただきます。 

 通告書では産後ケアを中心に質問させていただきましたが、このアンケートは産後に限ら

ず、子育て世代のニーズを広く明らかにするために病後児保育を軸に質問させていただきま
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した。 

 アンケート期間は令和５年８月30日から９月４日までの６日間です。本当に最近のアン

ケートです。子育て中のフレッシュでリアルな意見がお届けできたのではないかと思います。 

 ちょっと急ぎのアンケートでしたので、回答数が51件です。多少の誤差は生じるかもしれ

ませんけれども、大まかな市場感としては把握できていると思います。性急なお願いにも関

わらず、快くアンケートの周知や回答に御協力いただきました町民の方々に対し、この場を

お借りしまして改めて感謝申し上げます。 

 先ほど町長の答弁の中で、近年、核家族化が進みとありましたが、厚生労働省が毎年実施

している国民生活基礎調査によると、日本においては40年間以上、全世帯数に対する核家族

世帯の比率は60％前後でずっと推移しています。どちらかというと、未婚率の増加による単

身世帯の増加と３世代世帯の減少が目立っているところです。基山町においては、今後、地

区計画が進む中で、近くに実家など頼る人がいない子育て世代が増えてくることが予測され

ます。アンケートでは、80％を超える世帯が核家族世帯、ひとり親世帯と回答しています。

また、82％の方が働いているという結果でした。これは既に町でも把握されていることかと

思いますけれども、回答者51人中50名が女性でしたので、共働き世帯が多いことも御理解い

ただけるかと思います。 

 それでは次に、病後児保育についてです。 

 実施しましたアンケートによりますと、約９割、88.2％の方が病後児保育のことを知って

いますけれども、93.8％が事前申請を行っていない、64.7％が今後病後児保育を利用したく

ない、35.3％が利用したいと回答しています。 

 藤田健康増進課長にお伺いします。 

 どうして病後児保育を利用したくないのか、利用したいと思っているのに利用しないのか、

町で分析できていることがあればお答えください。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 分析といいますか、利用されるときに手続、また、あと送迎の煩わしさ、そういったとこ

ろもあるのかなと思っております。よく御意見いただくのは、やっぱり事前登録、あと、申

請の予約、あと書類の提出、そういったところの意見はあります。 
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○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 アンケートの結果からは７割程度の方が仕事を休んだり、子どもを実家等に預けることが

できるという回答でした。働いておられない方もいらっしゃいますので、全体の85％くらい

は恐らく病後児保育の必要がない方かと思います。ただ、あと残りの15％ぐらいが子どもが

病気をするたびに困り感を抱いておられる方だと思います。 

 では、どうして利用が少ないのかといいますと、町長が先ほども言われましたけれども、

基山町は病後後後児保育だからとおっしゃったように、保育所における感染症ガイドライン

の出席停止期間を過ぎてからだと、ほとんどの場合、保育園に登園できます。例えば、子ど

もがよくかかる感染症の中で言いますと、水ぼうそうでは全ての発疹が痂皮化してからと

なっています。痂皮化というのは、基山弁で言うと「つ」ですね、全ての発疹が「つ」に

なって乾いたら病後児保育を利用できます。インフルエンザに関しては、発症した後５日間

を経過して、かつ解熱した後３日を経過してからだと病後児保育が利用できます。症状に個

人差はあるかもしれませんけれども、病中後半になると、子どもは元気になっていることが

多く、親は家の中で遊び回る子を見ながら、保育園に登園できる日を指折り数え待っている

といった話はよく伺います。 

 また、保育園復帰時に、少々食欲や体力が落ちていても保育園と情報を共有して対応して

もらえる状況ですので、ますます基山町病後児保育の利用の必要性が低くなっているのかと

思います。 

 基山町のホームページには、病後児保育の対象は「病気が安定し始めた「回復期」ではあ

るものの、安静に過ごす配慮が必要なことから、集団での保育は難しい状態のときです。

（医師から病気中と判断された場合は含まれません。診療情報提供書での診断された方にな

ります。）」、病後児ですよということの診断をされた方と書かれています。 

 町長にお伺いします。 

 アンケートで、単純に病後児の定義が分からないと回答された方もいますので、基山町で

の病後児の定義をいかがお考えでしょうか、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 
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○町長（松田一也君） 

 基山町での病後児保育は、やっぱり厳しいですよね。本当に病後児、病後、さっきから言

うように後が３つぐらい重なっているということになるので、恐らく病児保育といって、そ

れの広い範囲、終わりのほうの病児保育ぐらいから病後児というふうに言えるような定義に

しなければいけないと思うんですが、そのためにはやっぱり医者の診療とかが必要になりま

すし、その辺のところをちょうど、まさに久留米大学の小児科に今相談をする、そういう段

取りになっています。そして、そういうのをリモート等でチェックできるような体制が整う

ことを理想形として思っているところでございます。ただ、健康に関わることなので、あま

りやり過ぎるとまたまずいので、その辺りを、まさに保護者の視点に立ったような形で定義

を考えていかなければいけないのではないかと思っております。今の病後児保育でいくと、

預ける人はなかなか出てこないのかなというふうに今思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 例えば、感染症の場合ですけれども、基山町のホームページ上では感染症の出席停止の期

間は病後児保育を利用できないことは明記されておらず、まず判断材料がありません。また、

いわゆる風邪や嘔吐下痢、骨折などの外傷、ぜんそくや心疾患などの慢性疾患がある場合な

ど、子どもの病気は多岐にわたります。病中なのか病後なのか、親には判断がつきません。

最終的には医師の判断なのかもしれませんが、判断基準がない中、親が病後児保育を申し込

むのは非常にハードルが高いです。申請書を持っていって、わざわざ受診しても、病後児と

ならない可能性もあるのなら止めておこうとなっていることが予測されます。この点に関し

ては町長どのようにお考えでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 今言われた部分はもちろんあると思うんですが、一方で多分、受入れ側も、いわゆる役場

の保健師の方も日頃経験しないことになると思うので、そこを受け入れるというのは相当勇

気が要ることに私はなるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。 

 だから、本当に真の意味での病後児保育という形、いわゆる病児保育の末期ぐらいからの
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本当の病後児保育みたいなそういう形になると、やっぱり日頃からそういう子どもたちに接

している、それ専門の看護師とかが常時、常備していないといけないような体制をつくらな

いと、本当の意味での病後児保育施設というのは出来上がらないと思っておりますので、そ

の辺りの算段ができないかというのが今の私の中での課題でございます。そこ辺りを検討し

ていくことによって、そこの受皿が整わない以上、なかなか要件を緩和するというのは難し

いのではないかなというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 私は病後児保育ができる前、パブリックコメントの募集があったんですけれども、そのと

きに人員の配置とかについて質問させていただいていたんですが、そのときには恐らく回答

が見つからなかったので分からないんですけれども、小児科経験のある保健師か看護師がい

るというふうに回答でいただいていたんですけれども、現状は今いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 現状につきましては保健師並びに保育士のほうが対応しているところでございます。

（「小児科経験のある、看護師経験のある保健師がいるか」と呼ぶ者あり）保健師につきま

しては公務として来ておりますので、経験があるかないかと言われれば、今いる人材では…… 

○議長（重松一徳君） 

 不明だったら不明と言ってください。 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 ちょうどあの辺りのときに１人、いわゆる看護師、鳥栖市内の結構大きい病院の看護師経

験者を雇用したということがございます。ただ、彼女が、今もおられますが、小児科経験が

あったかどうかというのは私自身はちょっと今記憶ございません。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 
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 その辺の人員的な問題もあるかと思います。病後児保育を利用したことがない理由で、本

当に必要なのは病児保育だからと答えた方が16名おられます。基山町病後児保育の対象を拡

大して病児まで保育をしてもらえると非常にありがたいですが、現在あの場所で、今の体制

では難しいということは分かります。しかし、対象基準の明確化は必要だと思っております。

何度もお聞きしているかもしれませんが、今後、基山町での病児、病後児の線引きという点

がキーになってくるのかなと思うんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まずは要件での線引きじゃなくて、受入れられる、どういう条件が整えられるかによって

線引きが決まってくるというふうに思っております。 

 先ほどちょっと、これからの交渉になるんですけど、例えば、申込みがあったらその日に、

前日ぐらいまでには申込みいただくようになっていると思うので、その日には、例えば、理

想形ですよ、これは今後の交渉がうまくいった場合の話ですが、久留米大学の医学部から小

児科の看護師が来るとか、そして、何かあったらすぐ久留米大学の先生に相談ができるよう

な体制ができる、そういうことになれば、結構今よりも緩和した条件ができるというふうに

思いますので、まずは今のままの状態では要件の緩和は不可能だと私は思っていますので、

その受入態勢の確保のほうを先に考えていきたいというふうに思っています。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 久留米大学医学部の小児科の看護師は病棟とか外来を回すだけで精いっぱいだと思います

ので、その辺りはかなり厳しいかなとは思います。 

 藤田健康増進課長にお聞きします。 

 申請や手続が分からない、煩わしい、面倒という声に対しては、現在何か取り組んでいる

ことはございますか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 
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 今、病後児保育の登録につきましては、保護者の負担軽減を図るために各園に御協力いた

だきまして、年度初めに登録を希望される方につきましては登録書を各園で取りまとめてい

ただいて提出をしていただいております。 

 また、事前登録につきましては、毎年、登録するようになっておりますけど、これを１回

登録いただいた後には、内容に変更があるときには変更申請を行っていただくような手続に

変更しようというところで今考えているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 そうしましたら、１回登録しておけば、変更がなければ毎年登録しなくてもよいというこ

との把握でよろしいでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 そのとおりでございます。毎年登録するのがやはり煩わしいというところもありますので、

そこを１回ということでさせていただきたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 それでは、時間を少々遡ります。現在の病後児保育室ができる前は、鳥栖市のレインボー

保育園へ委託されていました。令和２年３月13日の予算特別委員会で、当時の健康増進課長、

今、私の後ろにおられますけれども、病後児保育のニーズは増加している。病後児保育の稼

働率推定20％、利用者推定144名とおっしゃいました。先日、当時どれだけの実績があった

のかということを藤田健康増進課長にお伺いしましたところ、平成30年度１名、令和元年度

ゼロ名とのことでした。この実績からはニーズが増加しているとなった背景が分かりにくく、

さらに稼働率や利用者推定がどのようにはじき出されたのか、ちょっと不思議でなりません。 

 町長にお伺いします。 

 病後児保育のニーズに対するマーケティング調査はどのようなものが行われたのでしょう

か。その結果は数値として出ているのでしょうか、お願いします。 
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○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 今、明確に記憶しているわけではありませんが、多分全国調査か何かを参考に当時の健康

増進課長がやったものだというふうに記憶しています。それで、そのときに全国調査はこれ

だけあるのに、基山町はレインボーはゼロと、実績なしということなので、やっぱり町外ま

で連れていくのは嫌だし、町外はちょっとハードルが高くなっているのではないかというこ

とで、町内に病後児保育施設をつくるという議論になったというふうに記憶しております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 その点に関しては推測という形で、その距離的な問題で利用者が少ないかどうかというの

は明確にはできていなかったということでよろしいでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 やはり保育園の近くとかにあったら、例えば、きょうだい児で保育園に送って、例えば、

今、基山っ子みらい館は隣にありますので、そういう感じで利便性が保てるので、やはりあ

そこのレインボーまで送るのには相当の時間がかかるので、そこはそうじゃないかなと。た

だ、全国の推計のニーズほどなかったというのは逆に基山町が様々な面で恵まれている部分

もあったのかなというふうには思っておりますけれども、そのとき、すみません、急に今５

年前の話が出てきておりますので、宙に全て覚えているわけではございませんので、もし時

間をいただければ、そのときの正確な、どういう議論があって、どういう形にしたかという

のはまたお答えできると思います。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 公設公営でやるかどうかは別として、病後児保育自体は必要な支援だと思っています。１

人の方から、病後児保育の利用をさせてもらわないと仕事の継続が難しいですとの回答があ
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りました。恐らく場所、人、予算などの問題から、基山町病後児保育が病児保育になるとか

大幅に対象を拡大するということは今の時点では難しいと思っています。町長が今、久留米

大学のほうでお話しされているように、専門家の意見をいただきながら検討していくという

ことでおっしゃっていましたが、希望ですけれども、そこに子育て世代の声を反映してほし

いと思いますけれども、町長いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 具体的にはどういうことをイメージされていますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 できたら、そういう場を設けていただいて、お母さんたちの困り事であったりとか、病後

児保育に対する希望でしたり、そういったところを直接聴いていただける場があるといいか

なと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 久留米大学とはこれまでも様々な取組をやってきております。認知症と、それから糖尿病

と糖尿病以外の腎疾患をやっているんですけれども、そのうち認知症については、久留米大

学から先生がこちらに来ていただいて、具体的なニーズ調査とかをやっていただいたそうい

う経緯がありますので、今回、もし小児科及び産婦人科についても何がしかのモデル事業を

やっていただけるような方向になれば、当然ながら基山町の、まずニーズ調査的なことから

始まると思いますので、そのときにはそういう基山町の子育て世代の方々も一緒にお話しし

ていただける、同席していただけるような機会を設けることは可能であると考えます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 立派な会議とかではなくていいですので、場があって、そこで、本当にもう日々のことな
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ので、専門家とはまた視点が違うんですね、生活レベルの話を聴いてほしいところがありま

すので、ぜひ検討をお願いします。 

 病後児保育事業は、子ども・子育て支援整備費交付金を利用していると伺っています。私

は１期目のため、建設当時の状況は把握できていません。 

 町長にお伺いします。 

 主に建設費用になると思いますけど、開設のためにどれぐらいの費用がかかったのでしょ

うか、およそでいいのでお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 当初で3,500万円程度かかっております。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 3,500万円かけて建設が行われたということですけれども、今現在、年間数日のみの稼働

という実態が続いています。新型コロナウイルス感染症の影響もあると考えられていました

けれども、アフターコロナとなった今、今年度の実績を見せていただきますと、４月から７

月の利用実績は１名のみというふうに見せていただいています。８月の実績はいかがだった

でしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田健康増進課長。 

○健康増進課長（藤田和彦君） 

 ８月の利用実績はございません。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 やっぱりこのまま施設がほぼ稼働しない状況が続くことは非常に問題だと感じています。

子ども・子育て支援整備費交付金の縛りで、10年以内に病後児保育室を目的外使用する場合
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は、基本的に目的外使用できないということですけれども、財産処分に該当するため、変更

承認手続が必要だと伺っています。本来の業務に支障を及ぼさない範囲で多用途に使用する

分には財産処分に該当せず、手続は不要と明記されているそうです。以前、ふ・れ・あ・い

フェスタのときの託児で使ったり、新型コロナウイルス感染症拡大時の基山保育園の保育室

として一時利用されておりましたので、これもこれを解釈したものだと思っております。 

 アンケートの結果を見てもらうとお分かりと思いますけれども、妊娠中、産後、子育て期

に関わらず、親の体調不良時に子どもを預かってもらえると助かると多くの方が回答してい

ます。まさにこれがニーズではないでしょうか。リフレッシュとか用事があるというときは

ファミリーサポートセンターを利用するのもいいかと思いますけれども、こども課長にお伺

いします。 

 保育の必要性の認定要件として、保護者の疾病もございますけれども、これは診断書など

の提出が必要になるのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 基山町では、基山町内に住所があって、集団保育が可能な生後６か月以上の就学前までの

お子様を保育園でお預かりする前提として、保育の必要性の認定というものが必要でござい

ます。これは子ども・子育て支援法によるものでございまして、必要でございますが、多く

は就労ということが多いですけれども、今、議員おっしゃいましたように、疾病ですとか心

身の不調である場合に、家庭で子どもが見られない場合、それは病気、けが、心身に障がい

を有している場合ということで、その状態を証明する書類が必要となっております。いわゆ

る現在のところ、診断書をお願いしている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 それで申請をしまして入所の認定までにどの程度の期間がかかりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 
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○こども課長（山本賢子君） 

 保育の必要性の認定と、保育の利用の申込書が同じ紙で１枚でできるようになっておりま

すので、利用の申込書と認定申請書が同時にしております。認定の申請につきましては、基

本、その場でといいますか、すぐにできるものでございますけれども、保育の入所となりま

すと、少し時間を要します。一般的には入所希望される月の二月前までのうち、10月に入所

を希望する場合であれば、その前の月に入所判定を行いますので、その前、８月いっぱいま

でに出していただくようにお願いをしているところでございますが、場合によっては緊急性

を要するものもございます。先日もそのような案件がございました。必ずしもそうとは限ら

ずに対応させていただいているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 次に、ファミリーサポートセンター事業のことですけれども、事業の中で産後ママの援助

という項目がありましたが、具体的にはどのような内容を想定されていますか。また、パパ

も対象になりますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 ファミリーサポートセンターの産後ママ援助の内容といたしましては、多いのはきょうだ

い児の送迎ですとか、ママが睡眠を取っていらっしゃるときの子どもの見守り、それから、

ママが１人で育児をされる場合に、沐浴などの子育てのお手伝いということで、実際、おう

ちにお伺いするときにはママがいらっしゃる中でお子さんを見ているというような状況でご

ざいます。 

 また、産後６か月以上になりますと、一時的にママがいなくてもお預かりするというよう

な事業も行っております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 ファミリーサポート事業ですね、協力会員なしにはできないかと思いますが、今現在、協
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力会員は何名ほどいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 ファミリーサポートセンターの協力会員、子どもを見てくださるほうの会員ですけれども、

登録は現在77名ということで聞いております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 今度は保育園での一時預かりについてです。 

 子どもの月齢や年齢にもよるとは思いますけれども、現状でいいですので、受入態勢とし

てどの程度、枠に余裕がありますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 保育園での一時預かり事業ですけれども、基山町内の保育施設では、たんぽぽ保育園、そ

れから基山保育園で実施をしているところでございます。基山保育園での一時預かりの具体

的な内容につきましては、ちょっと保育園長のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 基山保育園でのことですけれども、一時保育の場合については、園に利用登録をしていた

だき、園の利用可能日のみ実施することとなっております。現在は園児数と面積の関係で、

一時保育室のほうを保育室として利用しておりますので、現在は一時保育の受入れができな

い状況となっております。今後、そういった保育の部屋と保育士の確保ができれば行ってい

きたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 
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○１番（工藤絵美子君） 

 恐らく大変な状況であると思っておりました。病後児保育室は稼働推定20％、利用推定

144名の受入態勢がございます。これは宝の持ち腐れと言っても過言ではないと思います。

これは提案です。病後児保育事業に支障を来さない範囲で一時的に子どもを預かり、育児者

の心身を休めるレスパイトケア事業を行うのはいかがでしょうか。病後児保育施設の有効な

活用になるのではないでしょうか。育児者の心身の負担が軽減されることで虐待や産後鬱、

自殺などの予防にもつながるのではないかと思います。町長の御意見があればお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 産後鬱はすごく大変です。本当に自殺に直接つながります。高い所に１人で上げないでく

ださいという話が普通にお医者さんから出てくる、そういうものです。だけど、その話はだ

から専門医でやらなきゃいけないと思いますので、そういう意味ではファミリーサポート事

業をもうちょっと広げていく。そのときに場所を病後児保育施設を使うというのは１つのア

イデアとしてあるのではないかというふうに思っております。 

 ただ、そもそも病後児保育が必要だと思って、あそこができているものなので、まずはそ

の一方では病後児保育施設をもっと病後児保育施設として活用できるようにやっていきたい

というふうに思っています。 

 今、ファミリーサポート事業が本当に多岐にわたり始めていて、今日も先ほど決裁で見た

ばかりですけれども、すごく様々な利用ができているので、そこを上手に強化していくこと

が大事かなというふうに思います。そうすることによって、工藤議員がおっしゃっているよ

うな、それに近いようなものが出来上がっていくのではないかというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 町長、ファミリーサポート事業の拡大ということでおっしゃいましたけれども、ファミ

リーサポートセンターの協力会員がどういった専門性を持ってあるかにもよるのかなと思い

ます。やっぱり産後鬱、私も数多くの産後鬱の方と関わってきましたけれども、やはり子ど

もと一緒にいることが非常に、もう本当に首を締めましたと電話いただいたこともあるんで
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すね。そのくらい本当に基山町でいつ何が起こるか分からないような状況です。本当に紙一

重だと思っています。なので、ぜひこういったことで有効に利用できるのであれば、そう

いった形で活用していただけたらなと思っております。 

 それでは、アンケートの最後に、自由記載欄はプリントアウトしていませんので、書かれ

た御意見を二、三読み上げます。 

 現在、通園中の保育園は未就労の日も預かってもらえるので、すごく助かっています。親

も人間であり、心の均衡を保つことによって心身ともにパフォーマンスの高い子育てができ

ます。時代の変化に合わせて、昔の概念にとらわれず、各家庭の子育てに対する思いや子を

育てる親の気持ちを尊重した取組に需要があると考えます。 

 次の方です。 

 現在、多くの市町村で行われている子育て支援は、きっと子育てに携わってこなかった男

性が考えた支援ではと感じることが多くあり、残念ながら感謝を感じることは少ないです。

現場の実際の表には目立って出てこない母の声を聴いてほしいです。例えば、病後児保育で

も、当日や前日の夜どうしようもなくなることのほうが多いのに、数日前から予約が必要で

す。子育ての困ったは突然来るのです。そこを理解してほしい。 

 次の方です。 

 出産前や出産後は心も体もとてもつらかった記憶があります。食事も立ったまま食べたり、

まとまった睡眠も取れず、それまでに感じたことのない持続的で強い疲労がありました。子

育ては24時間365日休みなしなのだと思いました。もう限界と泣きたくなることも度々あっ

たので、子どもと離れて休むとか、とにかく子育ての緊張感から解き放たれる時間があると

よかったなと思います。 

 このほか21件の御意見をいただいています。 

 この御意見に関しては、町民の方からの貴重な御意見ですので、ぜひ参考にしていただけ

たらなと思っております。御要望があればお渡ししますので、言っていただければと思いま

す。 

 令和６年度には全ての妊産婦、子育て世代、子どもへ相談支援を行う機能を有する機関と

して、こども家庭センターが設置される予定と伺っています。母子保健と児童福祉の連携や

協力が強化され、さらなる支援の充実につながることが期待されます。限られた予算、人員

の中で何が必要なのか、何ができるのかを見極めて、住民満足度の高い支援策を講じていた
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だきたいと願っております。 

 最後になりましたが、執行部はじめ職員の皆様には松田町長の強過ぎるリーダーシップ力

を上回るような主体的で能動的な改革をお願いしたいと思いますけれども、くれぐれも働き

方には注意していただき、有休や代休もしっかり取っていただいて、心身の健康も保ちなが

ら頑張っていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終了します。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で工藤絵美子議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後２時20分まで休憩します。 

～午後２時03分 休憩～ 

～午後２時20分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、末次明議員の一般質問を行います。末次明議員。 

○９番（末次 明君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。今議会の最後の一般質問を行います、９番議員の末次明でございます。

傍聴席の皆様、傍聴、誠にありがとうございます。 

 質問に入る前の前段として、基山町は住みたいまちランキングや町民の満足度は高く、私

自身、適度な自然と田舎らしさが残る基山町が会社に勤めているときの自慢のふるさとでご

ざいました。いつも佐賀県、そして、三養基郡を入れて田舎を強調したものです。こんなに

自然豊かな基山町の中山間地域の人口が減少し、高齢化し、田畑が少しずつ荒廃していく、

これを見るのは残念でなりません。これから基山町を自慢のふるさととする人が減らないこ

とを願っております。 

 基山町の人口を維持するには、町なかやけやき台の空き家、空き地の活用はもちろん、中

山間地域の空き家、空き宅地跡などの利活用で、若い世代を呼び込む施策に前向きに取り組

むことが必要ではないかと思っております。町内でも長期間放置され、災害時などに倒壊の

危険のある空き家も増えてきています。 

 今年６月、空家に関する法律、空家等対策特別措置法が改正されております。これから基

山町役場には空き家相談とともに、隣の空き家が怖いなどの苦情もますます増えていくと思
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われます。基山町も相談窓口の充実、行政代執行やそれに伴う法的な争いを想定して備えな

ければなりません。 

 空き家の管理者、持ち主もどうしたらよいのか、固定資産税は６倍になるのかと迷う人が

出てくると思います。基山町の役割と責任はますます増えてまいります。町としては所有者

に勧告や指導をするということでなく、寄り添うことが重要だと思っております。特定空家

に指定される前に、トラブルになる前に所有者、管理者を説得して、魅力的な空き家として

利活用したいということで、質問事項の１でございます。 

 質問事項１、基山町の空き家に対する取組について。 

 (1)空き家に対する社会的関心、町の取組が一時期に比べて低調な気がします。町長の所

感を伺います。 

 ア、空き家に対する現状の認識と町の取組はどのようなものでしょうか。 

 イ、農林業の衰退と中山間地域の人口減少・高齢化は比例しております。どのような対策

が必要とお考えでしょうか。 

 (2)空き家情報を提供する「すまいるナビ」の情報登録が少ないのではないでしょうか。

現状の認識と現在の取組を示してください。 

 (3)公営住宅や民間の賃貸住宅、これはマンションなども含みますけれども、空き部屋は、

ある意味、空き家と考えるべきと私は思っております。どのように捉えておられるでしょう

か。 

 (4)基山町は地区計画等の新規宅地開発には積極的でありますが、空き家に対する民間事

業者と基山町の連携は取れておりますでしょうか。 

 (5)中山間地域の空き家、住宅があった宅地に対する法整備は十分でしょうか。 

 次に、質問２でございます。 

 松田町長は、令和５年度基山町施政運営方針の中で第一の柱として、「スポーツの振興に

よる地域活性化」と「音楽のある幸せな町づくり」を掲げてあります。一昨日の佐々木議員

の一般質問は、「スポーツのまち」関連の質問でした。今回、私が取り上げたのは「音楽の

まち」です。 

 音楽は私の中でも大きなウエートを占めていますし、音楽が身近になければつまらない人

生だったと思っております。私の周りに、そして、町内には幅広いジャンルの音楽を聴く人、

奏でる人、歌う人、企画する人など、数多くの音楽愛好家がいらっしゃいます。この議場に
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も、私もとお思いの方はたくさんいらっしゃると思います。そして、比較的活発に活動して

いる人ほど基山町の現状の音楽に対する理解や取組に、こんなものですか、もっと愛好家の

思いを酌んでほしい、あるいは音楽が楽しめる環境を整えてほしいとの思いがあると思って

います。 

 そこで、２項目めは「音楽のある幸せな町づくり」について伺います。 

 (1)「音楽のある幸せな町づくり」の目指すべきところは何でしょうか。 

 ア、音楽のある幸せな町づくりとはどのようなものか。 

 イ、どのようにして音楽のまちを町民にアピールしていくのでしょうか。 

 ウ、音楽愛好家の声を聴く態勢は整備されておりますでしょうか。 

 (2)音楽活動に対する基山町の姿勢はどのようなものか。今後の取組を明確に示していた

だきたい。 

 ア、町の管理運営、所有する施設の活用、提供をどのように考えておられますか。 

 イ、子どもたちに対して音楽環境の整備や支援が重要であります。人材育成の観点から環

境整備に取り組めないでしょうか。 

 以上、空き家に対する取組も、音楽に対する取組も、幅広く、薄く支援、あるいは他の市

町村並みにではなく、基山町らしく、基山町独自の取組でポイントを絞って支援するという

ことを町を挙げて取り組みませんかということで、今回の質問を取り上げました。 

 １回目の質問への御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 それでは、末次明議員の一般質問に答弁させていただきたいと思います。 

 １、基山町の空き家に対する取組についてということで、(1)空き家に対する社会的関心、

町の取組が一時期に比べて低調な気がする。町長の所感を問うということで、ア、空き家に

対する現状の認識と町の取組はどのようなものかということなんですが、まず、空き家に対

しての取組というのはまだピークまで行っていないような感じなので、一時期に比べて低調

ということはないということで御安心いただければなというふうに思っております。特に空

き家に関する協議会等での議論はなかなかの議論が毎回されておりますので、あれは公開さ

れていたかどうか分かりませんけど、中には結構デリケートな問題がありますので、公開さ
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れていたかどうか自信がありませんけれども、あの議論なんか聞いていただくと、なかなか

基山町の空き家対策は進んでいるなというふうに御理解していただけるんじゃないかなとい

うふうに思うところでございます。 

 今年度、空き家調査の結果といたしましては、全体で178件があり、ほとんどまだ活用可

能な空き家でございます。家屋の倒壊のおそれがあり、早急に撤去が必要な家屋は２件とい

うことでございました。大体、全体の件数は毎年ほとんど横ばいの感じで、毎年空き家は増

えるんですけど、増えるのと同じように、もう空き家でなくなるというのがマイナスになっ

ていきますので、ずっと大体同じぐらいの件数が今空き家としてなっております。 

 けやき台やニュータウン、高島団地周辺において空き家が発生している一方で、その空き

家の利活用、まず、持ち主がすぐ売りたい、貸したいとかいうやつは比較的早くマッチング

が成立しているというふうなことでございます。まずは空き家を利活用していただけるよう

な環境を整えることが必要かなというふうに思っているところでございます。 

 空き家に対する町の取組としては、空き家所有者が空き家を利活用するために家財道具の

処分を行う場合は、費用の２分の１、最大10万円までを補助する家財処分等費用補助金制度

がございます。また、不良住宅と認定された空き家を解体する場合は、解体費用の５分の４

の補助をする不良住宅除去費補助金制度というものもあるところでございます。 

 イ、農林業の衰退と中山間地域の人口の減少・高齢化は比例している。どのような対策が

必要かというふうなことでございますが、農林業については、中山間地域関連事業の活用の

推進や担い手への農地の集積等を進めるとともに、中山間地域の美しい景観を維持する取組

や有機農業等の環境保全型農業を推進するなど、中山間地だからできる取組への支援が必要

であるというふうに考えております。 

 一般論といたしまして、中山間地の空き家、特に畑とか田んぼつきの空き家は大人気でご

ざいまして、もし売っていただける方が、もしくは貸していただける方がおられれば、今で

もそれを望んでいる方がたくさんおられるという状況になっております。本当に中山間地に

移住を希望されている方というのはたくさんおられますし、空き家の利活用や、それから、

50戸連たん制度の活用、それから、既存建築物を活用した地域再生のための施設、例えば、

古民家カフェ等への用途変更の利用など、集落維持・活性化が必要であるというふうに考え

ております。 

 調整区域であっても、かつて家が建っていたところであれば家を建てられますので、今
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建っていなくてもですね。だから、本当に今、逆に言えば中山間地がチャンスだと思います

ので、ぜひその辺りを皆さんでもっと共有して、基山町の中山間地を売り出していったらい

いんではないかなというふうに思います。 

 (2)空き家情報を提供する「すまいるナビ」の情報登録が少ない。現状に対しての認識と

現在の取組を示せということでございますが、残念ながら現在、「すまいるナビ」に登録さ

れている空き家情報は２件であります。登録件数が２件と少ない理由は、そもそも利活用を

検討されている空き家が少ない上に、民間事業者による仲介を依頼している物件については

「すまいるナビ」には登録できないものというふうにしております。これは民業圧迫を防ぐ

ためのものでございます。ということで、活用可能な空き家について、民間事業者の仲介に

よって賃貸、それから、売買に至るものが多いので、「すまいるナビ」への登録は少ないと

認識しているところでございます。いい物件が「すまいるナビ」に登録されますと、すぐ決

まるというのが今の状況です。ただし、どうしても駄目な空き家は残るという傾向があるよ

うに見受けられます。 

 現在の取組としては、空き家所有者に利活用の意向アンケート調査を行う際に、「すまい

るナビ」制度の周知を図り、空き家の利活用についても興味があるとの回答をいただいた方

には別途詳しい制度説明をして、物件の登録を促しているところでございます。空き家調査

の後、全ての所有者にそういう行為をやっているところでございます。 

 (3)公営住宅や民間の賃貸住宅（含むマンション）の空き部屋は、ある意味、空き家とか

えるべきである。どのように捉えているかということでございますが、公営住宅につきまし

ては、生活確保要配慮者に対する居住支援という観点で、毎月「広報きやま」で空き部屋の

情報提供を行い、入居促進に努めているところでございます。ただ、どうしてもエレベー

ターがないので、３階、４階のところは不人気でなかなか埋まりにくいというような状況か

と思います。 

 毎年行っている空き家調査は、倒壊のおそれがある空き家等と利活用が可能と思われる空

き家の実態把握を目的としておりますので、残念ながら、民間の賃貸アパートとかマンショ

ンの空き状況などは調査対象外になっているわけであり、空き部屋の数の把握はしていない

ところでございます。しかし、移住希望者の中には民間の賃貸アパートやマンションへの移

住を希望される方も多数おられますので、アパートやマンション等の空き部屋も定住促進の

ための移住先候補になるというふうに考えているところでございます。 
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 先日の一般質問でもありましたけれども、こういう不動産屋との意見交換会というのも大

事だと思いますので、その辺り、基山町に存在する３つの不動産屋との連携をさらに強化し

ていきたいなというふうに思っているところでございます。 

 (4)基山町は地区計画等、新規宅地開発に積極的であるが、空き家に対する民間事業者と

基山町の連携は取れているのかということでございますが、これも先日の質問で、今のとこ

ろ、町内不動産屋との情報交換は行っていないんですが、今回、今年度実施します「官民連

携手法導入可能性調査」において、町内に散在する空き家について、町内業者と連携した利

活用の促進（状況に応じたリフォーム改修等）、それから、移住支援、それから、住み替え

支援を行う仕組みの構築を検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 (5)中山間地域の空き家、住宅のあった宅地に対する法整備は十分だと考えているかとい

うことでございますが、市街化調整地域で、昭和48年12月の線引き前から既に宅地であった

土地（いわゆる既存宅地）への建築行為や、既存建築物を活用した地域再生のための施設へ

の用途変更については、佐賀県が開発審査会で審議し、周辺の市街化を促進するおそれがな

いと認められれば開発の許可を受けることができるわけでございます。だから、ほとんどの

ところが受けることができるというふうに思っております。 

 これも先日から何回か出てきますが、ただし、防災や減災の観点から令和４年４月に都市

計画法の一部が改正されて、いわゆる災害レッドゾーンと呼ばれる地域ですね、これにおけ

る開発は申請者自身が生活する住宅以外は原則禁止というふうになっているところでござい

ます。これにより、災害レッドゾーンでは既存宅地を活用した分譲住宅や賃貸住宅に加え、

空き家を利用した事務所や店舗への用途変更なども規制されたということになっております。

ただ、基山町でレッドゾーンというのは非常に少のうございますので、これをあまり強調す

ると、また別の誤解を生むと思いますので、基本、既存宅地、それから、家が建っていた場

所というのは大概のところは調整区域でも建物が建てられるというふうに御理解いただけれ

ばと思います。 

 ２、音楽のある幸せな町づくりについて。 

 (1)「音楽のある幸せな町づくり」の目指すべきところは何かということでございます。 

 ア、音楽のある幸せな町づくりとはどのようなものかということでございますが、やはり

音楽を聴くと人間はリラックスしますので、最高のセラピーになるんじゃないかというふう

に思っております。これが町中に広がって町民の皆様方の幸福度が高まるような町になった
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らいいなというふうに考えているところでございます。 

 具体的には、町民の心に響く音楽イベントの開催や、町民の音楽等の活動団体の発表の機

会をつくり、町民団体の音楽活動の交流・支援、そういった場所もつくって進めていけたら

いいなと思っているところでございます。 

 また、近隣自治体の音楽イベント等の情報発信を行い、音楽に触れる機会を増やし、音楽

の魅力を広げてまいりたいというふうに思っているところでございます。また、今年度も基

山音楽祭というのを大々的にやろうと思っておりますので、そういったもの、それから、ア

ルモニア管弦楽団も今年度もやりたいと思っていますので、様々なイベントでそういったこ

とを町民の皆さんに少しでも楽しんでいただければいいなというふうに思っております。 

 イ、どのようにして音楽のまちをアピールしていくのかということでございますが、「広

報きやま」やホームページのほかにケーブルテレビを活用し、文化協会に加盟している団体

や公民館等で活動している音楽団体等の活動を紹介し、音楽への関心を高めていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、町主催の音楽イベントをフェイスブックの基山音楽応援隊、近隣市町の公共施設、

学校及び吹奏楽団等に周知していきたいというふうに思っておるところでございます。そう

いったところで周知していきたいというふうに思っているところでございます。 

 ウ、音楽愛好家の声を聴く態勢は整備されているのかということでございますが、音楽イ

ベントや文化祭でアンケートを実施し、興味がある音楽について声を聞いて、事業の参考に

しているところでございます。 

 また、音楽愛好家だけではなく、町民の皆様の声は大切なことですので、常に担当課で聴

く態勢を整えているところでございます。現在、音楽愛好家の皆様から、気軽に演奏し音楽

を楽しめる場所づくりについてそういうお声をいただいているところでございますので、そ

ういった協議を行っているところでございます。 

 (2)音楽活動に対する基山町の姿勢はどのようなものか。今後の取組を明確に示せという

ことでございますが、ア、町が管理運営、所有する施設の活用、提供を考えているのかとい

うふうなことでございますが、音楽活動ができる町施設の利用につきましては、まずは町民

会館の小ホール、もちろん大ホールでもやれるわけですし、特に舞台だけで使ってやってい

る例なんかもあるわけでございます。あとは視聴覚室、それから、実習室、それから、リ

ハーサル室、それから、多世代交流センター憩の家の中のカラオケルームなどが利用できま
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す。カラオケルームといいますが、結構音楽の楽器の持込みで練習される、あそこが防音が

完璧なので、そういう方々も憩の家においでになることが多いというふうに聞いております。 

 その他、町の音楽愛好家の皆さんの御意見をお聞きしながら、条件が合う施設があれば、

例えば、基山っ子みらい館の一番手前の交流スペースであったり、福祉交流館の２階であっ

たり、合宿所、それから、まちなか公民館、町の施設ではございませんが、共同で管理させ

ていただいています基山ＳＧＫ交流プラザ等の利用なども今後意見が合えば、条件が合えば

可能性があるのではないかなと思います。 

 イ、子どもたちに対して音楽環境の整備や支援が重要である。人材育成の観点から環境整

備に取り組めないかということでございますが、子どもたちに対して音楽環境については、

小学校から中学校まで音楽の授業や部活動において、音楽を学ぶ環境は整っております。当

たり前のことですね。 

 学校以外では、町主催のコンサートで演奏者と一緒に演奏したり、子どもを対象にした親

子コンサートの開催などの取組も行っております。先日開かれたホルンのリサイタルでは、

前の日に未就学児を対象にした親子教室みたいなものがすごく活発に行われた記憶もまだ記

憶に新しいところでございます。 

 また、文化協会加盟団体には、詩吟、それから、歌謡、それから、コーラス、それから、

大正琴、文化琴、ハーモニカ、アンサンブルバンド、カホン、電子音楽、全部で13団体あっ

て、文化協会体験月間として、町内の小中学校の生徒に夏休みの体験会の案内もしていると

ころでございます。 

 今後は現在の取組を継続しながら、音楽愛好家や団体による子どもたちの指導等、人材育

成ができないか研究してまいりたいというふうに思っております。 

 様々な方が様々な楽器等で様々な活動をやられているんですが、それがなかなか知られて

いないというふうに思っております。その辺をみんなに知っていただくのも大事かなという

ふうに思っております。議員の中にはエレキギターを使いこなす議員もおられますので、そ

ういうのが知られていないケースもあると思いますので、その辺りも皆さんに知っていただ

くことからまず始まるんじゃないかと思っておりますので、音楽にこれからもどんどん力を

入れていきたいと思っています。 

 以上で１回目の回答とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 
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 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 まず、松田町長にお伺いいたします。 

 今年度の空き家調査の結果ですが、回答では178件の空き家のほとんどが利用可能という

ことで、それであれば178件全てを利活用したいと思うわけなんですが、町長も回答でおっ

しゃったんですけど、中山間地の基山町の空き家ですけれども、基山町の立地や環境を考え

ると、今後さらに空き家が増えても需要はあるかなというふうには思っております。そうで

あれば、中山間地の空き家に若い世帯に来て、しかも広い敷地がある、これを貴重なツール

として、逆に売り込みに使いたいわけなんですが、今ここにいろんなネックがあって、なか

なか空き家であっても所有者がオーケーを出してくれないという現状だと思いますが、そう

すると、例えば、民間の力とかも入れたりして、ここを何とか扉を開きませんかということ

なんですけど、町長どういうお考えでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 誤解を恐れずに言おうとすれば、その持ち主もですが、その周辺の方も大事になってくる

というふうに思います。やっぱりその組合であったり、その地域であったり、その方々が快

く受け入れていただかないと長く住むことはできないというふうに思いますので、その辺の

仕組みを上手につくれたらいいなというふうに思います。 

 ただ、本人がどうしても、まだ仏壇があるから譲りたくないとか、家財道具を入れている

からとか、倉庫代わりにしているからというケースが意外に数が多いので、そこの辺りを今

後どういうふうにしていこうかなというふうに考えているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 逆に私から受け入れる側として言わせてもらうと、本当に農地に、若い世帯の方が子連れ

で子育てをしながら来るというのは非常に大変なんですよね。まず、農地を持っても草刈り

が大変、そして、田んぼにはイノシシも出てくる。さらに近所付き合いもしっかりとコミュ

ニケーションを取らなくちゃいけない。そういう前段を超えて初めてうまくその地域になじ
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まれると思うんですが、その辺りを私たち受け入れるほうはそんなに、来てくださいという

思いがあるんですけれども、逆に来られる人というのは案外気楽に来られるような気がする

ので、その辺り、基山町はある程度ＰＲをうまくやればもう少し、本当に農業の大変さを分

かった上で来てくれる人が来てくれると思っているんですが、どうでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 最近の例でもありましたが、ずっと前から基山町で農業をやっている人が、やっぱり基山

町で物件を探すのに非常に苦労して、一応決まったというふうに聞いているんですが、そこ

ら辺はまた担当課長とかのほうが詳しいと思いますが、何で苦労したのかとかいう、まさに

基山町で長く農業をやっているわけなので、本来はすぐに決まってもよさそうな気がするん

ですけど、その辺もなぜそうなのかとかいうのも含めてちゃんと議論していかなきゃいけな

いし、あとは気楽に来ちゃいけないところ、さすがに中山間地に農業をやるつもりで来る人

というのは、あまり気楽に来ることはないんじゃないかなと思うんですよね。 

 だから、あとは逆に空き家がどういうところにスペースがあると、そういうマッチング、

その人たちと希望する人、希望する人たちはたくさんいますので、それをマッチングしなけ

ればいけないんですけれども、末次議員が言われるのは、こっち側の希望される人が田舎暮

らしにあこがれてとか、そんな感じの軽い気持ち──軽いとは思いませんが、そういうの

じゃ困るということなんですよね。だから、その辺りというのは非常に難しいところがあり

ますので、先日のこの会でもお話ししたようにドラフト制度かなんかつくって、お互いに意

思疎通がうまくいった人だけを導き入れるような、そういう仕組みでもつくらない限り、な

かなかうまくいかないのかなという感じはしているところでございます。 

 ただ、基山町の中山間地域の空き家というのはすごく人気でございますので、今だったら

すごくニーズは高いというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 産業振興課として新規就農者の対応で、先ほど町長がおっしゃいましたように、新規就農

者のうちで１人が今年度、こちらのほうに移住するというような形でお話は聞いております
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し、大分前の話なんですけれども、新規就農で来られた方が基山町で物件を探して、そのと

きには定住促進的なところが少しまだ体制が取れていなかったので、農林のほうで地域と話

をしながら空き家を探したような実績もございます。 

 ただ、やはり地域の受入れですね、そういった体制がなかなか厳しいなと実感をしており

ましたし、仏壇の処分であったり、そこら辺がまだまだこちらのほうもＰＲも必要ですし、

地域のほうも御理解とかが必要なのかなというふうに感じておりました。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 私もこれからは、特に貸してよい、売ってよいということに力を入れていきたいと思って

います。 

 それで、山田定住促進課長にお聞きしたいんですけれども、今年６月に空家に対する法律

が一部改正されております。空家等対策特別措置法ですけれども、自治体は特定空家を所有

する方に対して対策の助言、指導、勧告、命令ができるようになり、命令後も対策が取られ

ない場合には罰金や行政代執行を行うことができるようになりました。勧告や命令に至る前

に活用したり、あるいはもう自ら取り壊していただきたいわけですが、この法律をどういう

ふうに理解し活用しようと思っておられるんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 倒壊のおそれのある空き家といいますのが、その住宅を危険な状態で放置することが原因

で、近隣の方及び第三者に被害が及ぶことが考えられます。ですので、特定空家に指定され

た場合にはなるべく早く対応をしていただきたいと考えておりますので、国のほうの考えに

従いまして、町としましても、まずは特定空家にならないような事前の対応をしていきたい

と考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 
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 それで、１回目の回答の中で、家屋倒壊のおそれがあり、早急に撤去の必要があると回答

された家屋が２件あるということだったんですけれども、この２件についてはどのような対

応を取られるんでしょうか、あるいはもう取られたんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 まず、２件のうち１件につきましては、大分前から空き家の対策協議会のほうで協議をし

ております。ただ、こちらのほうが相続の関係がうまくいっておりませんで、相続人の同意

全てが取れないと補助金を活用した家屋の除却ができないというような状況です。今現在、

相続人の方がかなり人数が絞られておりますので、相続の一本化に向けて、弁護士まで入れ

て協議をしているところです。 

 もう一件につきましては、こちらのほうは地元の行政区の区長が積極的に動いていただい

ておりまして、こちらのほうはもう所有者の方とお話がつきまして、今年度中に除却ができ

たらという方向で進めております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 そういうふうなことを考えますと、もう空き家予備軍になる段階からですね、例えば、ま

だその方、持ち主、家主がお元気な頃からある程度の知識を習得しておけば、比較的相続関

係もうまくいくと思いますし、場合によっては代執行で町とのトラブルにもならなくていい

と思いますから、その辺りのこれからの町民への要するに広報というのは、何らかこの法律

によってしようと考えてありますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 今回の法律の改定とは直接的には結びつかないんですけれども、今年度、国土交通省の補

助事業を受けまして官民連携支援の事業を行いたいと考えております。 

 現在、基山町の空き家事業に対する職員の体制としましては、定住促進係が対応している

ところですが、空き家の相談に来られた方に対しては対応ができているところですが、空き
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家予備軍の方、まだどうしようかなと迷っていて役場のほうに相談に来られていないような

方、また、実際空き家になっていて、所有者の方が別のところに住んでいる方に対しては、

役場のほうからはアプローチができていない状況です。 

 今年度実施する先導的官民連携支援事業で、なるべく空き家の利活用についての相談や利

活用の御提案、それとあと、地元の方からの情報提供や協力まで含めたところで一体的な活

用はできないかという仕組みづくりを検討したいと思っております。まだこれが確実にでき

るかどうかというのは分からないんですけれども、官民連携の相談体制というのはぜひ、今、

基山町役場で不十分であると感じておりますので、何らかの形でやっていきたいと考えてお

ります。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 あと、役場の中といいますか、定住促進課のほうでは、現地に赴いて、実際、何区にこう

いう空き家があるとかいうふうな台帳というのはつくっておられるんでしょうか、あるいは

それを活用されているんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 空き家の調査を毎年４月に各行政区の区長様にお願いしております。それで、空き家とい

うふうに上がってきたものにつきましては、毎年、職員が全ての空き家を回っておりまして、

危険度の判定をしております。それも台帳で残しておりますので、去年までは空き家だった

けれども、今年はそこが活用されたというような経過の記録まで残しております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 それから、不良住宅と認定された空き家の解体に対して、基山町は５分の４の補助をする

ということでありますけれども、私はこの制度についてはあんまり賛成じゃなくて、これは

自己責任であるし、受益者負担、しっかり100％負担というのが私は理にかなっていると

思っているんですが、この制度というのは今後も活用して使っていかれるわけですか。 
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○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 不良住宅の除去費補助金を出している住宅につきましては、あくまで住宅が危険な状態に

あることで、それを放置することで第三者に被害が及ぶ家屋、それを未然に防ぐために除却

をするものです。ですので、不良住宅と認められない住宅に関しましては、議員おっしゃっ

たとおり、個人の財産管理として除却に対する補助金は出してはおりません。こちら、不良

住宅除去費補助金につきましては、引き続き活用をしていきたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 そこでちょっと、危険になるまで放置しているというところを私は問題だと思っているん

ですけれども、危険になる前に町として、なかなか動いても、本人が動かなければどうしよ

うもないんですけれども、これはやっぱり管理者責任で基山町はすべきと思いますし、仮に

行政代執行とかで壊したとしてもしっかりと、基山町は費用もきっちり請求、回収していた

だきたいと思っております。回答は結構です。 

 それから、これは町長にお伺いしたいんですけれども、中山間地域に移住希望される方は

多いということで回答がありました。貸してもよい、売ってもよいというふうに持ち主の管

理者の方が変わっていただければいいんですけれども、こういう話というのは、町長懇談会

が中山間地の各区であるかと思いますけれども、人口減少も絡めて、そういう意見というの

は頻繁に出ると思いますが、町長はどういう姿勢でこの町長懇談会、特に人口減少問題、空

き家の問題で臨まれているでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 今年度、町長懇談会は４区はやりましたですね。それから、１区。中山間地をどうにかし

てくれという話が出ますので、毎回、いやいや、すごくニーズは高いんですよ。もし受け入

れていただけるんだったら、多分すぐ決まると思いますよという話をするんですが、それと

これは話は別だみたいな話になってしまうんですよね。だから、なかなかそこが、歯切れが
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お互いによくなくてですね。 

 だから、何か制度をつくって、その制度に基づいて受け入れているんだと、そういう仕組

みをつくったがいいのかもしれないですね。例えば、中山間地移住促進事業とか、そういう

名目をつくったら、それに基づいて受け入れたんだからということが受入れ側もできるかも

しれないので、来る人は別に、何か補助してもらえれば、むしろそれは喜ばれると思うので、

受け入れる側も何かそういう、その事業に基づいて来られたんだから仕方がないなというふ

うな感じになるかとは思いますが、そのためにはその事業に登録していただく空き家なり空

き地なりを町のほうに登録してもらう必要があると思いますので、その辺りがスムーズにで

きるかどうか、もしくは制度ができても本当に登録してもらえるかどうかと、そういう感じ

かなというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひ、何らかの工夫をして進めていただきたいと思います。 

 それから、私が議員になった頃から、その50戸連檐という言葉がいつ頃から出てきたか知

りませんけど、なかなか進まないというのは何だと認識されていますか。特に今回は長野の

ほうでという話がありましたけど、長野のほうでも当然必要なんでしょうけど、１区、２区、

４区、６区の地域でなかなか進まないというのは何かネックがあるんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 中山間地域１区、２区、４区、６区の区長、区長代理の方につきましては、昨年度、50戸

連檐の制度の説明も含めまして、市街化調整区域への住宅が建てられるような制度の説明会

を行っております。そこで具体的にこのエリアはどうだろうかとかいった個別の相談も受け

ておりますが、その具体的に受けた中でちょっと難しかったのが、先ほどのレッドゾーンの

問題がございました。あとは町長も先ほどおっしゃったように、特に地元でそういったこと

のニーズがないというような御意見もいただいた箇所もございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 
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○９番（末次 明君） 

 ぜひまた50戸連檐も並行して進めていただきたいと思います。 

 続いて、亀山企画政策課長にお伺いしたいと思っております。 

 １回目の回答で、既存建築物を活用した地域再生のための施設、例えば、古民家カフェへ

の用途変更等の活用による集落維持・活性化が必要であると考えておりますとの回答があり

ました。既に園部地区では実践されている方もいらっしゃいますが、基山町が主体となった

成功事例をつくりませんかということなんですけれども、これも私が議員になった頃からい

ろいろ古民家カフェなり中古住宅を活用しようということだったんですが、これは以前から

構想はあるけれども、なかなか本当に進まないのかなと思っていますが、これは定住促進課

だけじゃなくて、基山町のプロジェクトみたいな感じで成功事例をつくって、そして、ああ、

基山町はやっているなと、要するに知恵も絞って金も使うというぐらい、ここに何か一つ特

化してできないかということで提案しているんですけれども、このようなことを進めるのが

企画政策課かなと思っているんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 大丈夫ですか、今の。担当が違ったら違うと言ってください。松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 かつて一度それを企画しました。場所は２区でございます。その地権者、家の持ち主と、

それから、そこで農園レストランをやってもいいという、いわゆるそういうお店をお持ちの

方、マッチングしていいところまでいったんですけど、最終的には地権者の方がやっぱり売

るのは無理かなというのでお断りになった例がございます。 

 そのときには農水省の予算をかませながら、結構難しいスキームでやったんですが、国の

お金も取り込んでいきながら経営者の独自性も持たせるみたいな、結構ぎりぎりな線でいい

形まではいったんですけれども、そこがちょっとうまく──今もお住まいのところでござい

ますのでですね。 

 もし、逆に言えば、そういう適地があって、基山町でここを農家レストランにしたらいい

んじゃないかみたいな話の場所、物件がございましたら、じゃ、売ってくれと大体こっち側

の経営者は言いますので、売ってもいいみたいな、そういう方がおられたら言っていただけ

れば。ただし、あまりに改造するのにお金がかかったら、最初から負債をいっぱいこちらも

抱えるようになると思うのでですね。 
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 さすがに町がそういう農家レストランを経営するというのは、ちょっと今の基山町の状況

からいくと、経営力も含めてなかなか厳しいかなと思いますので、そういう仲介をして、国

の事業とか県の事業を上手に持ってくるという話は十分に可能性があると思いますので、ぜ

ひそういういい物件がございましたら御紹介していただければなというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 すみません、せっかく御指名いただきましたので。 

 企画政策課としましては、もちろん、いろんな分野にまたがって企画のほうをしていきた

いというふうに考えております。私の以前の定住促進課のときから、よくいただいていたも

のとしましては、例えば、パン屋であったり、コーヒーショップ、それから、スイーツ

ショップ等は直接オーナーが基山町に来られて、どこか適地はないだろうかということで実

際御相談も受けて、残念ながらマッチングには至らなかったということで、その全てが中山

間地を希望されていたというような記憶がございます。 

 シティプロモーションも担当しておりますので、やはりそういったオーナーさんたちが基

山町に進出してきたとしても、マーケットとして事業が成り立たなければしようがないので、

やはり私たちとしては、基山町がこれだけ行きやすい、帰りやすい、立ち寄りやすいという

ところで情報発信をしていくと同時に、地元の方々からもそういった御意見があったときは

スムーズにマッチングができるように、常日頃から町外の事業者さんたちとの情報交換とか

もしながら、いろんな企画をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 これについては前向きにですね、私もこれは民が主体となってするのは当然だと思ってお

りますが、そのためにはやっぱり基山町の魅力をこれ以上落とさないで、レベルをさらに上

げていく、一段レベルを上げて、ああ、基山町はいい町だなというのを維持していくことが

最低限のことだと思っております。 

 続いて、「すまいるナビ」の機能について、なかなか登録が少ないという回答だったんで

すけど、これは運営費用とかいうのはかかっておるんですか。年間の維持費とか。 
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○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 「すまいるナビ」は、町としましては空き家の物件を登録して希望者に結びつけるだけに

なりますので、特に維持管理費はかかっておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 町民全体、役場の職員の皆さんも、議会でもですけれども、一丸となって空き家対策とい

うのはやっぱり進めていかないといけないし、「すまいるナビ」に登録してもいいよという

方もせっかくあるのであれば、特に中山間地域ですね、民間もなかなか手を出しにくいとい

うふうな事情もあると思いますから、よろしくお願いいたします。 

 それから、４番の地区計画等の新規住宅に積極的であるけれども、民間事業者と基山町の

連携は空き家については取れていますかということをお伺いしました。 

 町内の空き家に関して、町内不動産屋との情報交換を行っていませんが、官民連携手法導

入可能性調査という回答がありましたけど、ここについてもう少し詳細が知りたいんですけ

れども、具体的な取組、動きというのはあるんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 こちらは今年度、国土交通省の補助事業を受けまして、100％補助、全額国交省の補助金

を使いまして可能性調査を行いたいと思っております。 

 具体的な内容としましては、園部団地の建て替え、それと空き家の活用、あとは高齢者専

用住宅を一体的に運営することができないかというような大きな流れを調査したいというも

のでございますが、その中でも特に基山町は空き家の増加が見込まれるということを課題と

考えておりまして、空き家の活用、その空き家を活用することによって、移住検討者を基山

町に呼び込むというような制度を確立できないかということを調査したいと考えております。 

 具体的には、高齢者の方が所有していた持ち家を含む、あとは中山間地域にもある現在の

空き家等含めて、全ての空き家に対して町内業者と連携した相談窓口を設けまして、その相
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談窓口について住み替えの相談や利活用の御提案、それとあと、移住検討者の方に対して物

件の紹介を全部行っていただく、しかも古い空き家に対してはリフォームを行って、そのリ

フォーム改修を行うような仕組みができないかというような制度を検討したいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひこの調査の結果を公表していただいて、さらに活用していただきたいと思っておりま

す。 

 私が考えますに、やっぱり民間の力というか、民間にできることは民間にお任せするとい

うのが一番いいのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、もう一つ空き家関係で、仮に基山町の空き家を、あるいは宅地跡を基山町に寄附

したいとおっしゃった場合というのは、基山町は今どういう体制で、心構えでいらっしゃる

んでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 今、基山町のほうに移住体験住宅が２件ございますが、そのうちの１件の高島団地の体験

住宅につきましては、空き家として活用されていなかったものを所有者の方から御寄附いた

だいて、それを移住体験住宅に改修したものでございます。 

 そういった形で、町として何らかの利活用、例えば、移住体験住宅として活用するなど、

用途がすぐに活用できるものにつきましてはお受けしたいと思いますが、全ての空き家、

じゃ、町に寄附しますといって全部それを受け取れるかというと、ちょっとそこは検討が必

要になるかなと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 うまく利用できれば、仮に基山町の空き家対策、あるいは人口増にもつながりますので、
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検討していただきたいと思います。 

 続きまして、２問目の「音楽のある幸せな町づくり」について。 

 まず最初に、松田町長にもう一回お尋ねいたします。 

 回答で、最高のセラピーとなる音楽と、セラピーという言葉を使われましたが、私の場合

は人間の幅を広げるとか、あるいは仲間をつくるのに重要な役割を果たしているのかなと

思っておりますし、多くの皆さんにそれぞれの思いがあると思っております。 

 音楽のある幸せな町づくりの町としての立ち位置をどういうふうに理解されているのかと

いうことなんですが、町内施設の利用などに規則があるからできないではなく、町民の方に

寄り添ってほしいと思うわけですが、なかなか直接町民がまちづくり課とかに窓口に出かけ

ていっても、やっぱり何も規則とか規約がなければ──規定どおりに動かざるを得ないと思

うんですけれども、そこにワンクッション置く町民の代表の協議会みたいな、そんなのを音

楽関係の方で組織するようなことはできないでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 ちょっと今の質問の真意が分かりにくいんですが、基本、我々行政は決まりをやっていま

す。その決まりは守らなきゃいけません。その守った範囲の中で、どこまでフレキシブルに

やれるかということだというふうに思います。 

 だから、一例を挙げますと、最近あった事例でいきますと、合宿所のホットステーション

ですね、あそこで定期的に音楽の演奏会、昔でいう、私よりも年上の人じゃないと分かりま

せんが、福岡で「照和」という喫茶がすごく盛んで、そこからいろいろ有名なアーティスト

が出ていったわけですけど、そこまでいこうとは思っていないんですけど、そういう感じで

定期的に演奏会とかできないかという話だったんですが、そのときに担当課は駄目ですとい

う答えを最初したんですが、いや、駄目ですじゃなくて、うちの決まりは、あそこは合宿所

なんだから、１週間前まで合宿所の予約を取るということになっているので、１週間前まで

合宿所に予約が入らなかったら、あそこは使っていいわけだから、逆に言えば、オープンで

何日にやりますみたいな話を前もって、２か月前、３か月前にはできないかもしれないけど、

クローズのメンバーでこの日予定していますみたいな感じで流して、１週間前になったら

オープンで流すみたいな、そういう仕組みでやればできるんじゃないかみたいな。もちろん、
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クローズで流した分はちゃんと確定しましたみたいな感じで１週間前に流せばいいんじゃな

いかみたいな話をつい最近もしたところなんですけれども、そういう具合に、決まりと融通

性を上手にやっていくことが大事だというふうに思いますので、そこのところをちゃんとや

れれば、そこに協議会をつくったとしても、あまりその役割はないんじゃないかなと思いま

すので、１個１個施設ごとにルールがあるので、そのルールの範囲の中でどこまでフレキシ

ブルにやれるかというのを一生懸命考えるのが行政の仕事じゃないかなというふうに思って

おります。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 町民のそういうところに直接行かれる方で一回壁にぶつかるのは、まずできないというと

ころから始まっているんですが、役場の姿勢としては、できないんじゃなくてできる、これ

は別に音楽に限らないんですけれども、来られたときにできないと言うんじゃなくて、その

方が望んであることをできるためには何かできることはないかなというふうに私は考えてほ

しいなという思いで、今回この音楽のまちについて質問をしております。回答は結構でござ

います。 

 それから、どのようにして音楽のまちをアピールしていきますかということでお伺いいた

しました。 

 ここで１つ、ちょっと残念な例をあえて挙げさせていただきますと、先月の12日の日に、

日本でも最高の、世界的にも有名なホルン奏者の福川伸陽さんという方のホルンリサイタル

があったんですよね。私もあんまり興味があるわけじゃないんですが、家族、孫、子ども７

人で行きました。そうしましたら、残念ながら、800人入る町民会館の大ホールですか、こ

ちらのほうに町からの報告では368人ということでした。そのときに私、後ろのほうを見ま

して、ああ、福川さんに申し訳ないなという思いがありました。 

 このようなすごい人を基山町に呼んでいただけるのは感謝するんですけれども、満席にし

てあげることが基山町の最低限の責務ではないかというふうに思ったわけです。これは音楽

じゃないですけど、「宝くじふるさとワクワク劇場」のときも453人ということでしたけど、

まちづくり課長はこの辺りはどういうふうに考えてあるんでしょうか。自分の好きなジャン

ルじゃないからというのは音楽ではあるし、興味がないところには行かないというのはよく
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分かるんですが、行ったらやっぱり面白かったというのが結果なので、ＰＲが足りないん

じゃないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 今、議員おっしゃっていただいたイベントですね、大変努力をしたんですけれども、結果

的には半分ぐらいという形になりました。 

 今までも、新型コロナ前でありますと、ほとんど満席状態でやれていたんだけどなという

ような、自分も反省点としてあるんですけれども、今までは全席自由席でいろんなプレイガ

イドを使ってですね、ローソンチケットだったり、ツタヤだったり、いろんなところで自由

席で、どんどん広く周知をして販売していたというような形を取っておりました。 

 新型コロナ明けということもございまして、全席指定で１か所売りという形を取りました

ので、基山町の皆さんにとっては大変有利でございます。町民会館に来ていただければ、直

接席が選べるわけでございますので。ただ、基山町民の皆さんだけでは満席にできなかった

ということで、今回は福川さんの場合ですと、九州全域の市民楽団に御案内をしたり、それ

から、福岡県、佐賀県の吹奏楽の部活動ですね、中学校、高校に御案内したりということで

最大限努力はしましたけれども、今回は約半分という形になりました。 

 今後はそういう自由席の、自由席になると早く来て並ばなきゃいけないという大変なとこ

ろもありますけれども、いろんなところで購入ができる形というのは、やっぱり買う方に、

町民の方にとってもいいことだと思いますので、少しプレイガイドを元の形に戻していきな

がら周知を広げていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 町長にもちょっとそこについてお伺いしたいんですけど、「音楽のある幸せな町づくり」

というところでいくと、もっとすごい方にも来ていただくという、仮に基山町が福岡の辺か

らばんばん来ますよというふうな音楽のまちになったとしたら、やはりそこが一番だと思う

んですね。福川さんの──町長は直接、福川さんが壇上でしゃべられたことから、あの方が

基山町の思いもしっかりと観客席に伝えて、基山町が好きですよという思いがものすごく伝
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わってきたわけですね。その辺、やっぱり音楽のまちを掲げたからには、町長どうお思いで

しょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず、福川さんはすばらしい人でした。前の日の晩、こんな感じで酒を飲み交わしました

けど、本当にすばらしい人でした。 

 まちづくり課も本当に努力しました。最初、150人から増えないんですね。やっぱり基山

町内にホルンという楽器があまりにも広がっていない。しかも、今回はただではないのでな

かなか厳しかったので、まちづくり課が本当にしらみ潰しに小さな楽団とか、そういうとこ

ろ全部に連絡して、その結果があれでしたので、後ろ側はほとんど県外のホルン奏者の人た

ちでした。 

 だから、そういう意味でいうと、１つはマニアックだったのと、先ほど言ったプレイガイ

ドの使い方はあったと思いますけれども、いずれにしても、反省点はたくさんございますの

で、その辺りを糧にして、今後のイベントに備えていきたいというふうに思います。 

 特に有料のやつは、よっぽど好きな人じゃないとなかなか来ていただけないという、それ

を７人も来ていただいたということで、まずは本当にありがとうございます。368人中７人

ですから、すごい比率だというふうに思います。 

 言いたかったのは、福川さんは本当にすばらしい人でしたというのと、まちづくり課は本

当に150人から368人まで２週間ぐらいの間に一生懸命、200人上乗せしたというのは見てい

て本当にすごい努力だなというふうに思ったところでございます。私も何がしか手助けした

いと思ったんですけど、なかなか残念ながらホルンに知見がなくて、そういう友達もあまり

いなかったので、今回はほとんど力添えができなかったことも残念なので、今後またそうい

うことも反省点として考えていきたいというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 今回、この音楽のまちを基山町が掲げられたということは、私、非常に喜ばしいことだと

思っているので、今後もほかの議員さんたちも、これに関連して何か質問してくれればとい
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うふうに思っておりますが、今回、一番提案したいのは、やはり練習する場所がない、ある

いは大きな音が出せないという悩みをお持ちなんですね。例えば、基山町のほうから提案し

ていただいた防音のあるカラオケ室とか、あるいは町民会館なり、野外での公園の、東明館

の横の公園とか、そういうところの提示はありましたけれども、本当言うと、もう少し町民

会館の中にしっかりとした練習場ができればなというふうに思っております。 

 もう時間がないので回答は結構で、私の思いだけ最後に伝えたいと思いますけれども、一

定の広さがあって、１年間いつも使えるような状態、子どもは当然大学生まで無料、大人は

当然１時間貸しで有料ですよね。それから、ここの運営についても、基山町はもちろん、い

ろんな音楽愛好家、それから、いろんな文化協会に加盟してある方もいらっしゃるので、そ

ういう方を含めた形で運営はしていくというようなところをぜひ、できれば別のところに新

規に造っていただきたいというのが私の思いでございます。それは大きな夢ですけれども、

これをぜひどこかに造ってもらいたいということで、私の一般質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で末次明議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもちまして散会とします。 

～午後３時30分 散会～ 

 


